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【計数整理の結果、異動を生ずることがある。】 
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ⅠⅠ  平平成成２２１１年年度度予予算算案案のの全全体体像像  
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１ 平成２１年度予算案 
 

２５兆１，５６８億円 
うち社会保障関係費 ２４兆６，５２２億円 

 

２ 前年度予算額 
 

２２兆１，２２３億円 
うち社会保障関係費 ２１兆６，１３６億円 

 

３ 対前年度増加額(伸率) 
 

３兆３４６億円(１３．７％) 
うち社会保障関係費 ３兆３８６億円(１４．１％) 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

 

 

 

（参考）シーリング▲２，２００億円への対応について 

年金・医療等の経費の自然増の伸びの抑制（▲２，２００億円）については、道路特定

財源の一般財源化に際し創設される「地域活力基盤創造交付金（仮称）」の削減による

社会保障への財源拠出（６００億円）、特別保健福祉事業資金の清算（約１，３７０億円）

により財源を確保して、後発医薬品の使用促進による削減（約▲２３０億円）を除き年金・

医療等の経費の歳出削減を行わないこととした。また、特別保健福祉事業についても、

今後適切な事業規模を確保していくものとする。 
 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案のの概概要要  
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（単位：億円） 

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

予 算 案

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

一 般 会 計 22１,223 25１,568 30,346

 社会保障関係費 216,136 246,522 30,386

科学技術振興費 1,135 1,145 10

その他の経費 3,951 3,901 △50

（注１）平成 20 年度予算額は、当初予算額である。 
（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

 
 

 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 
 

 

一般会計 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案総総括括表表  
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（単位：億円） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
平成２０年度 

予  算  額 

平成２１年度 

予  算  案 
増 △ 減 額 

社会保障関係費 ２１６，１３６ ２４６，５２２ ３０，３８６

  年  金 ７４，３８２ ９８，７０２ ２４，３１９

  医  療 ８５，６４４ ９０，２５２ ４，６０９

  介  護 １９，０６２ １９，６９９ ６３８

  福 祉 等 ３５，０９２ ３５，９３７ ８４６

  雇  用 １，９５７ １，９３１ △２５

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省一一般般会会計計予予算算案案  

社社会会保保障障関関係係費費のの内内訳訳  

医療
90,252億円

36.6%

介護
19,699億円

 8.0%

福祉等
35,937億円

14.6%

雇用
1,931億円

0.8%

年金
98,702億円

40.0%
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(単位：億円)  

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

予 算 案

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

特 別 会 計 767,896 800,080 32,184

労働保険特別会計 33,174 34,438 1,264

年 金 特 別 会 計 732,535 763,591 31,057

国 立 高 度 専 門 

医療ｾﾝﾀｰ特別会計 
1,520 1,547 27

船員保険特別会計 667 503 △164

（注１）平成２０年度予算額は、当初予算額である。 
（注２）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。ただし、労働保険特別

会計においては、徴収勘定を除いたものである。 
（注３）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 
（注４）特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）附則第６７条の規定に基づき、国立高度

専門医療センター特別会計は平成２１年度の末日、 船員保険特別会計は日本年金機構法（平成

１９年法律第１０９号）の施行の日の前日までの期間に限り設置することとされている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

 

 

特別会計 
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ⅡⅡ  平平成成２２１１年年度度予予算算案案ののポポイインントト  
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○住住居居をを喪喪失失ししたた離離職職者者及及びび不不安安定定就就労労者者にに対対すするる住住居居・・就就労労支支援援対対策策のの

推推進進                                                                            ２２５５５５億億円円  
・ 社員寮の退去を余儀なくされた離職者等に対して、住居と安定就労の確保のための的

確な相談・職業紹介等、家賃補助費（上限 36 万円）、住宅入居初期費用(上限 50 万

円)、生活・就職活動費(上限 100 万円)の貸与を実施する。 

・ 離職後も一定期間の入居について配慮するよう事業主へ要請、退去させずに引き続き

無償で住宅を貸与する事業主へ助成（１人当たり４万～６万円、 大６か月）する。 

  

  

  

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  中中小小企企業業等等のの雇雇用用維維持持支支援援                                            ５５８８１１億億円円  

・ 休業、教育訓練、出向による雇用維持の取組を支援し、利益をあげられない中で雇用を

維持する中小企業へ助成（手当、賃金の４/５（大企業２/３）、３年間３００日支給）する。

また、派遣労働者や期間工等、継続雇用期間が６か月未満の雇用保険の被保険者等

についても対象とする。 

  

○○  派派遣遣先先にによよるる派派遣遣労労働働者者のの雇雇入入れれのの支支援援                              ８８９９億億円円  

・ 派遣可能期間満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し、奨励金を

支給（１人１００万円（有期雇用の場合は５０万円）（大企業は半額））する。 

  

○○  解解雇雇・・雇雇止止めめ等等労労働働条条件件問問題題へへのの適適切切なな対対応応等等                  ２２１１１１億億円円  
・ 解雇、雇止め予防等の啓発指導、賃金不払等の事案への迅速・適切な対応、正社員転

換の指導等労働条件問題に係る相談を強化する。 

 

 

雇雇用用状状況況のの改改善善ののたためめのの緊緊急急対対策策のの推推進進  

世界金融危機は実体経済にも深刻な影響を及ぼしてきており、雇用状況は悪化している。

このような状況の中で、昨今、派遣労働者等の雇止め・解雇、新卒者の内定取消しなど、更

に深刻な問題が生じており、今後、一層の雇用の悪化が懸念される。 

このため、雇用の場の拡大のための各般の施策を講ずるとともに、労働者の雇用の維持、

再就職支援、生活保障のための対策に万全を期する。また、若者、女性、高齢者、障害者等

のニーズに応じたきめ細やかな支援策、地域雇用対策の充実や人材面からの中小企業支援

等を強力に進める。

２ 雇用維持対策            ８８０億円（１９１億円）

１ 住宅・生活対策           ２５５億円（１．５億円）
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  年年長長フフリリーータターー等等のの雇雇用用機機会会のの確確保保                                  ２２２２００億億円円  
・ 年長フリーター等（25 歳～39 歳）を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する

事業主等に対して、奨励金を支給（中小企業 1 人 100 万円、大企業 50 万円）すること

により、今後 3 年間で集中的に年長フリーター等の雇用機会の確保を図る。 

  

○○  中中小小企企業業のの就就職職困困難難者者のの雇雇入入れれにに対対すするる支支援援                    ６６２２６６億億円円  
・ 高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる中小企業に対して、手

厚い支援を実施する。また、中小企業における各種助成金の利用に係る負担の軽減

のため、相談支援を強化する。 

○○  ハハロローーワワーーククのの機機能能強強化化にによよるる非非正正規規労労働働者者へへのの就就労労支支援援体体制制のの拡拡充充

４４８８億億円円  
・ 非正規労働者のための就労支援拠点として大都市圏に設置する「非正規労働者就労

支援センター」において、安定就職に向けた様々な支援をワンストップで提供するととも

に、非正規労働者就労支援センター未設置の府県の主要なハローワークにおいても

同様のサービスを実施する。 

・ 雇用失業情勢の厳しい地域のハローワークにおける求人開拓体制を強化する。 

  

○○  訓訓練練期期間間中中のの経経済済的的支支援援等等のの実実施施                                    ３３５５億億円円  
・ ジョブ・カード制度の雇用型訓練における参加協力企業に対する助成(助成率 3/4（大

企業は 2/3）等)や、職業訓練期間中の生活保障給付(10 万円/月)を実施する。 

・ 有期実習型訓練修了者を常用雇用する事業主に対して奨励金（１人 100 万円（大企業

は 50 万円））を支給する。  

  

○○  雇雇用用失失業業情情勢勢がが厳厳ししいい地地域域にに対対すするる支支援援のの強強化化                    ８８９９億億円円  
・ 地域貢献活動分野で活動を行う法人等における雇用機会開拓の実施や、雇用失業情

勢が厳しい地域における創業等雇用創造に資する取組に対する支援、道県との共同

による就職支援事業を実施する。 

  

○○  離離職職者者訓訓練練のの実実施施規規模模のの拡拡充充等等                                      ２２４４１１億億円円  
・ 失業者の増大に備え、離職者訓練の定員を大幅に増加。雇用の受け皿として期待で

きる分野（介護分野等）での安定雇用に向けて、長期間の訓練を拡充する。 

  

○○  中中小小企企業業のの子子育育てて支支援援促促進進                                              ３３１１億億円円  
・ 育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務

制度の利用者が初めて出た場合の中小企業事業主に対する助成金（育児休業：１人

目１００万円、２人目以降８０万円等）や、労働者が利用した育児サービス費用を負担す

る中小企業事業主に対する助成金（助成率：３／４、限度額：４０万円（１人当たり）、   

４８０万円（１事業主当たり））により支援する。 

  

３ 再就職支援対策等        １，６４９億円（５４３億円）
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○○  ママザザーーズズハハロローーワワーークク事事業業のの拡拡充充等等                                    ２２１１億億円円  
・ マザーズハローワーク事業について、拠点を拡充（１０８か所→１４８か所）するとともに、

子育て支援ネットワークの強化、求人者への助言・指導等、仕事と子育てが両立しやす

い求人の確保・母子家庭の母等の支援機関への出張相談、託児付セミナーの開催等

を実施する。 

  

○○  ６６５５歳歳以以上上のの高高齢齢者者をを雇雇いい入入れれるる事事業業主主へへのの支支援援                １１００９９億億円円  
・ ６５歳以上の高齢者を雇い入れる事業主へ助成（大企業５０万円、中小企業９０万円

等）、６５歳以上の高齢者を試行的に雇用する事業主に対する支援を実施する。 

  

○○  中中小小企企業業等等ににおおけけるる障障害害者者雇雇用用促促進進ののたためめのの重重点点的的なな支支援援    １１２２億億円円  
・ 初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金（１００万円）、特例子会社や重度障

害者多数雇用事業所の設立促進のための助成（１０人以上の雇用で２０００万円支給

等）を実施する。 

  

○○  介介護護労労働働者者のの雇雇用用管管理理改改善善にに取取りり組組むむ事事業業主主等等にに対対すするる総総合合的的なな支支援援

のの充充実実                                                                        １１５５２２億億円円  
・ 雇用管理改善の業務を担う人材の雇入れ、介護業務未経験者の雇入れ（５０万円（年

長フリーター等の場合は１００万円）に対する助成、介護労働者の作業負担軽減のため

の介護福祉機器（移動リフト等）の導入に対する助成（経費の 1/2（上限 250 万円））を

実施する。 

  

○○  ハハロローーワワーーククをを中中心心ととししたた日日系系人人向向けけ相相談談・・支支援援機機能能のの強強化化      １１６６億億円円  
・ 日系人集住地域のハローワークなどにおいて、通訳・相談員の増員や市町村とも連携

したワンストップコーナーの設置等の体制強化、就労のためのスキルが不足している者

への研修を実施する。 

  

  

  

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  内内定定をを取取りり消消さされれたた学学生生等等へへのの就就職職支支援援のの強強化化                      ７７億億円円  
・ 企業名の公表も含め、企業に対する指導の徹底、採用内定を取り消された学生等を正

規に雇用する事業主に対して奨励金（１００万円（大企業５０万円））を支給する。 

・ 雇用調整助成金を活用し、新規学卒者を採用後直ちに教育訓練・出向・休業させるこ

とにより雇用の維持を図る事業主を支援（賃金・手当の４/５（大企業２/３））する。 

  

○○  新新規規学学卒卒者者にに対対すするる就就職職支支援援のの強強化化                                ６６１１百百万万円円  
・ ものづくり企業・中小企業や介護分野等を中心に地域の企業との就職面接会を実施す

る。 

・ 早期の採用選考活動（青田買い）の抑制、新規学卒者の採用枠の拡大について、事

業主団体に要請する。 

 

４ 内定取消し問題への対応          ７．６億円（新規）
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雇用保険制度について、保険料引下げ（１年間）、非正規労働者の適用基準の見直

し（雇用見込１年→６か月）、特に再就職が困難な場合の給付日数の 60 日分延長、契

約更新がなされなかった有期契約労働者の受給資格要件の緩和（被保険者期間 1 年

→6 か月）など、非正規労働者のセーフティネット機能・再就職支援機能を重点的に強

化する。（雇用保険法改正） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

（参考）【平成２０年度第２次補正予算案】                合計４，０４８億円

○ふるさと雇用再生特別交付金（仮称） 

都道府県に対する交付金により基金を創設し、創意工夫を凝らした事業の実施

を支援することにより、地域求職者等の安定的な雇用機会の創出を図る。       

【2,500 億円】 

 

○緊急雇用創出事業（仮称） 

都道府県に対する交付金により基金を創設し、緊急雇用創出事業（仮称）を実

施することにより、失業者の一時的な雇用・就業機会の創出を図る。 

         【1,500 億円】

 

○住宅・生活対策等                                 【48 億円】

５ 雇用保険の給付見直し等 
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  救救急急医医療療をを担担うう医医師師のの支支援援                                                          ２２００億億円円  
・ 救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への財政的支援 

を行う。《新規》 

 

○○  産産科科医医療療をを担担うう医医師師のの支支援援                                                  ２２８８億億円円  
・ 地域でお産を支えている産科医の手当への財政的支援を行う。 《新規》 

・ 産科の後期研修医の手当への財政的支援を行う。《新規》 

 

○○  へへきき地地医医療療をを担担うう医医師師のの支支援援                                          １１．．４４億億円円  
・ へき地に派遣される医師の移動などに要する手当への財政的支援を行う。《新規》 

 

○○  医医師師派派遣遣のの推推進進                                                                ４４２２億億円円  
・ 医師派遣が円滑に行われるよう、派遣元医療機関、派遣先医療機関及び派遣医師に

対する支援を強化する。 

  

○○  勤勤務務医医等等のの勤勤務務状状況況のの改改善善・・業業務務負負担担のの軽軽減減                      ３３７７億億円円  
・ 短時間正規雇用や交代勤務制・変則勤務制等の導入促進を図るため、導入する病院

に対し、代替職員の雇い上げに必要な経費を支援する。 《一部新規》 

・ 就労環境の改善等について、効果的な総合対策を行う医療機関に対する財政的支援

を行う。《新規》 

 

○○  医医師師とと看看護護師師等等のの協協働働・・連連携携のの推推進進                                  ６６．．４４億億円円  
・ 医師と看護師等の協働・連携の推進を図るための研修を実施し、医師が本来業務に専

念できる体制を構築する。 《新規》 

・ 産科医の負担を軽減し、助産師がチームとして産科医等と連携して活躍できるよう、院

内助産所・助産師外来開設のための研修を実施する。 

 

 

 

安安心心でで質質のの高高いい医医療療のの確確保保  

 「安心と希望の医療確保ビジョン」（平成２０年６月）に基づく医師等人材確保対策をはじめ

とした地域医療の確保など、安心で質の高い医療提供体制の充実を図る。 

【参 考】 

・医師確保対策の推進 ２７２億円（１６１億円） 

・救急医療対策の推進 ２０５億円（１００億円） 

１ 医師等人材確保対策の推進       ４８８億円（３７７億円）
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○○  臨臨床床研研修修病病院院へへのの支支援援                                                    １１３３億億円円  
・ 医師不足問題が深刻な地域や産科・小児科・救急医療等への貢献を行う臨床研修病

院等において、医師の研修派遣及び外部講師の招へいに必要な経費等を支援するこ

とにより、臨床研修の質を確保しつつ、研修医の都市集中の是正を促進する。 

《一部新規》 

 

○○  補補償償制制度度・・医医療療事事故故ににおおけけるる死死因因究究明明                                ４４．．９９億億円円  
・ 医師等が萎縮することなく医療を行える環境を整備するため、医療事故における死亡

の死因究明・再発防止を行う仕組みを検討する。 

・ 出産に起因して重度脳性まひとなった者への速やかな補償を行うなど産科医療補償

制度（H21.1 開始予定）の円滑な運用を促進する。 

 

○○  看看護護職職員員のの資資質質のの向向上上とと確確保保対対策策                                      ９９８８億億円円 
・ 新人看護師・新人助産師に対する研修を推進するためのモデル事業を引き続き実施

する。 

・ 多様な勤務形態により看護職員を活用している医療機関の事例普及等の事業を引き

続き実施する。 

・ 看護職員の中長期的な需給見通しについて検討を行う。《新規》 

 

 

 

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  救救急急医医療療のの充充実実                                                              ５５６６億億円円 
・ 小児初期救急センターの運営を支援する。《新規》 
・ 第三次救急医療を担う救命救急センターの整備を推進する。 

・ 精神科救急医療体制を強化する。 

 

○○  管管制制塔塔機機能能をを担担うう救救急急医医療療機機関関にに対対すするる支支援援                        ５５１１億億円円  
  ・ 平時から地域全体の医療機関の専門性について情報共有し、病状に応じた適切な医

療を提供できる医療機関・診療科へ患者を紹介する体制を整備する。 《新規》 

 

○○  ドドククタターーヘヘリリ導導入入のの促促進進                                                    ２２１１億億円円  
  ・ ドクターヘリ事業の推進により、早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を

図る。 

 

○○  産産科科医医療療のの確確保保                                                                ５５００億億円円  
・ 地域でお産を支えている産科医の手当への財政的支援を行う。 《新規》 

・ 出生数の少ない地域における産科医療機関の運営などに対する補助を行う。 

・ 産科の後期研修医の手当への財政的支援を行う。《新規》 

・ 就労環境の改善等について、効果的な総合対策を行う医療機関に対する財政的支援

を行う。《新規》 

  

  

２ 地域で支える医療の推進               ５０４億円（３７１億円） 
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○○  周周産産期期医医療療のの充充実実                                                            １１３３億億円円  
・ 総合周産期母子医療センターに母体搬送コーディネーターを配置する。 《新規》 

・ 地域周産期母子医療センターの運営を支援する。 《新規》 

  

○○  女女性性医医師師・・看看護護師師等等のの離離職職防防止止・・復復職職支支援援                            ４４５５億億円円  
・ 病院内保育所の運営等に対する補助を行う。 

 

 

 

 

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  患患者者・・家家族族対対話話のの推推進進                                                    ４４．．９９億億円円  
・ 住民に対する医療の公共性や不確実性に関する認識の普及、医療従事者と国民との

間の相互理解の推進等地域における意見交換の場を設置する。 《一部新規》 

・ 軽症患者による夜間の救急外来利用の適正化などに関する普及啓発等を行う。 

 

 

 

  

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  難難病病にに関関すするる調調査査・・研研究究のの大大幅幅なな拡拡充充                              １１００００億億円円  
  ・ 難治性疾患の診断・治療法の研究開発を促進するため、対象疾患の拡大等事業を大

幅に拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 医師等と患者・家族の協働の推進          ４．９億円（４．７億円）

４ 難病対策の一層の推進    １，５８７億円（１，５３０億円）
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  長長寿寿医医療療制制度度、、国国民民健健康康保保険険等等にに係係るる医医療療費費国国庫庫負負担担    

８８兆兆９９，，９９００６６億億円円  
 ・ 各医療保険制度に係る国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○○  医医療療費費適適正正化化にに関関すするる施施策策のの推推進進                                    ４４８８８８億億円円  
・ 医療保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導への助成を行う。 

・ 医療療養病床から介護保険施設等への転換に伴う整備費用への助成を行う。 

 

○○  レレセセププトト・・オオンンラライインン化化のの推推進進                                              ３３１１億億円円  
・ 医療サービスの質の向上等を図るため、レセプトを用いた医療費等の分析を行うため

の体制を整備する。 

 

○○  高高齢齢者者医医療療運運営営円円滑滑化化事事業業のの推推進進                                  １１９９００億億円円  
・ 従来の特別保健福祉事業については、一般会計において引き続き実施することとし、

被用者保険の拠出金負担増の緩和等を図り、高齢者医療制度の円滑な運営を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保  

９兆６０４億円（８兆６，１９９億円）

（参考）高齢者医療制度については、本年４月からの施行状況を踏まえ、高齢者

の置かれている状況に十分配慮し、補正予算において、きめ細かな改善

策を講じることとした。 

① 平成２０年度第１次補正予算【2,528 億円】 

・長寿医療制度における低所得者の保険料の軽減（平成２０年度分；均

等割８.５割軽減、所得割５割軽減） 

・被用者保険の被扶養者であった方の保険料負担軽減（９割軽減）の継

続 

・７０～７４歳の医療費自己負担増（1 割→２割）の凍結措置の継続等 

 

② 平成２０年度第２次補正予算案【1,215 億円】 

・長寿医療制度における低所得者の保険料の軽減（平成２１年度分；均

等割９割軽減、所得割５割軽減）等
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○ 年金給付費国庫負担金                            ９兆８，５９３億円 

年金制度については、持続可能で安心できる制度を構築するため、平成２１年４月から

基礎年金国庫負担割合を２分の１とする。 
 
 
 
 
 

年金記録の管理等に対する国民の皆様の不信感を払拭するため、コンピュータの記録

と台帳等との計画的な突合せなどの対策を引き続き徹底して迅速かつ効率的に進める。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 年金国庫負担率の引き上げ      

２ 年金記録問題への対応        ２８４億円（２９８億円）

持持続続可可能能でで安安心心ででききるる年年金金制制度度のの構構築築  

年金制度については、持続可能で安心できる制度を構築するため、平成２１年４月か

ら基礎年金国庫負担割合を２分の１とする。また、年金記録の管理等に対する国民の皆

様の不信感を払拭するため、引き続き徹底して迅速かつ効率的に対策を進める。 

（参考）平成２０年度第１次補正予算により、紙台帳等の電子画像データ検索

システムの構築等に着手する。                 【204 億円】

 
また、平成２０年度第２次補正予算案において、不適正な遡及訂正処理

の可能性がある年金記録(年金受給者分約２万件)の調査等を行う。 

【11 億円】
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  すすべべててのの家家庭庭をを対対象象ととししたた地地域域子子育育てて支支援援対対策策のの充充実実          ５５５５１１億億円円  
・ 子育て支援拠点の身近な場所への設置と機能拡充を行う。 

・ 地域の利便性の高い多様な場における一時預かりを推進する。 《一部新規》 

・ 地域力を活用した子育て支援に参画する者の養成など地域子育て支援を推進する。 

  

○○  新新待待機機児児童童ゼゼロロ作作戦戦のの推推進進ななどど保保育育ササーービビススのの充充実実        ３３，，５５６６９９億億円円  
・ 待機児童解消を目指し、民間保育所における受け入れ児童数の増を図るとともに、第

３子目以降の保育料を無料とする。 

・ 家庭的保育（保育ママ）の大幅な拡充を行う。 

・ 事業所内保育施設に対する助成措置について、助成期間の延長、地域への開放の 

促進を行う。 

 

 

 

 

 

 

○○  総総合合的的なな放放課課後後児児童童対対策策（（「「放放課課後後子子どどももププラランン」」））のの着着実実なな推推進進  

２２３３５５億億円円  
・ 「放課後子どもプラン」（放課後児童クラブ及び放課後子ども教室）を着実に推進する。 

・ 「新待機児童ゼロ作戦」「５つの安心プラン」を踏まえた、ソフト面、ハード面での支援す

る。 

 

 

 

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  虐虐待待をを受受けけたた子子どどもも等等へへのの支支援援のの強強化化                              ８８７７７７億億円円  
・ 子どもを守る地域ネットワークや児童相談所の機能を強化する。 

・ ファミリーホームの推進、里親支援体制の充実、児童養護施設等の小規模ケアや自立

援助ホームの推進など社会的養護体制を拡充する。 

少少子子化化対対策策のの推推進進  
「子ども・子育て応援プラン」（平成 16 年 12 月）、「新しい少子化対策について」（平成 18 年

6 月）に基づく施策の着実な推進を図るとともに、平成１９年１２月に決定された「子どもと家族

を応援する日本」重点戦略を受け、「新待機児童ゼロ作戦」（集中重点期間平成２０～２２年

度）、「５つの安心プラン」の一つである「未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会」等を踏ま

えた少子化対策を総合的に推進する。 

１ 地域の子育て支援の推進       ６，８７７億円（６，８６８億円） 

２ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実   

９２６億円（８４９億円）

（参考）平成 20 年度第２次補正予算案において、平成 22 年度までの集中重点

期間において15万人分の保育所や認定こども園の整備を推進することなど

を目的として都道府県に安心こども基金（仮称）を創設する。 

【1,000 億円（文部科学省分を含む。）】
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  自自立立ののたためめのの就就業業支支援援等等のの推推進進                        ２２７７億億円円    
 ・ 高等技能訓練促進費等事業や母子自立支援プログラム策定事業などの母子家庭の

母の就業支援等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
･ 安心して出産できるようにするため、出産育児一時金を４万円引き上げること等により、

妊産婦の経済的負担を軽減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 出産等に係る経済的負担の軽減            ７９億円

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、妊婦が健診の費用の心配

をせず、必要な回数（１４回程度）を受けられるように、平成２２年度ま

での間、地方財政措置されていない９回分について、市町村における妊婦

健診の公費負担の拡充を図る。               【790億円】

３ 母子家庭等自立支援対策の推進 

               １，７４３億円（１，７０６億円） 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、平成２０年度の緊急措置

として、幼児教育期（小学校就学前３年間）の第二子以降の子一人あたり

につき、３．６万円の子育て応援特別手当を支給する。 

                        【651億円】

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、高等技能訓練促進費の支給期間

の延長を行う。                                 【1．3 億円】 

  修業期間の 後の１／３の期間（上限１２か月） → 修業期間の後半１／２の期

間（上限１８か月） 
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  地地域域ににおおけけるる介介護護基基盤盤のの整整備備                                        ４４００７７億億円円  
・ 国土交通省との連携による、地域福祉拠点としての公的賃貸住宅団地等の再整備 

（安心住空間創出プロジェクト）及びケア付き住宅の整備を促進する。 

・ 入所者に配慮した介護療養病床の介護療養型老人保健施設等への転換整備を重点

的に実施する。 

・ 消防法改正に伴い、既存の認知症高齢者グループホーム等小規模福祉施設に対す

るスプリンクラーの整備を促進する。 

 

○○  介介護護報報酬酬等等のの見見直直しし  
・ 平成２１年４月にプラス３．０％の介護報酬改定を行うことにより、介護従事者等の処遇

改善を図る。 

 

 

 

 

○○  認認知知症症対対策策のの総総合合的的なな推推進進                                              ３３９９億億円円 
・ 認知症疾患医療センターや地域包括支援センターへの医療・介護連携担当者の配置、

就労支援を含めた若年性認知症に関する対策など、認知症の医療と生活の質を高め

る施策を総合的に推進する。 

 

○○  訪訪問問看看護護支支援援事事業業のの実実施施                                              ３３．．２２億億円円  
・ 在宅療養の充実を図るため、広域対応訪問看護ネットワークセンターにおいて、訪問

看護の請求事務等の支援等を実施し、訪問看護事業の効率化、規模の拡大を支援 

する。《新規》 

 

 

 

 

 

 

 

 

安安心心でで質質のの高高いい介介護護ササーービビスス等等のの確確保保  

安心で質の高い介護サービスの提供のための安定的・効率的な介護保険制度の運営、

福祉・介護サービスを担う人材の確保を行うとともに、医療も含めた総合的な認知症対

策や介護予防対策等の関連施策を推進する。 

１ 安心で質の高い介護サービスの確保 

２兆９７６億円（２兆３９６億円）

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、平成２１年４月の介護報酬改定

等に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する。               【1,154 億円】
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  福福祉祉・・介介護護ササーービビスス従従事事者者のの確確保保のの推推進進    
・ 新たに福祉・介護サービスに従事した者に対する巡回相談及び事業者への助言、実

習受入施設のレベル向上のための講習を実施する。 《新規》 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金 210 億円の中で対応） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  地地域域ににおおけけるる人人材材のの確確保保                                                        ２２．．６６億億円円  
・ 「安心と希望の介護ビジョン」を踏まえ、「高齢者地域活動推進者（コミュニティ・ワーク・コ

ーディネーター）」を年間３００人（１０年間で３，０００人）養成することとし、意欲ある地域

の 高 齢 者 や 住 民 が 、 主 体 的 ・ 積 極 的 に 活 動 す る た め の 環 境 を 整 備 す る 。 

・ 新たな住民参加型サービス等の担い手を養成し、介護保険制度等社会保障制度と相

俟って、市民のための市民による支え合いの基盤を整備する。 

  

○○  介介護護労労働働者者のの確確保保・・定定着着                                                        １１５５９９億億円円  
・ ハローワークに「福祉人材コーナー」を設置し、関係機関との連携による、潜在的有資

格者等の掘り起こし、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導等を実

施する（「福祉人材確保重点プロジェクト（仮称）」の推進）。《新規》 

・ 介護業務未経験者の雇入れ等介護労働者の雇用管理改善に取り組む事業主等に

対する総合的な支援を実施する。 

 

 

   

＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  地地域域福福祉祉のの再再構構築築    
・ 地域おいて様々な生活課題を抱えている者を早期に発見し、公的な福祉サービスや

地域の支え合いなどによって問題解決を図っていくための仕組みを構築する。 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金 210 億円の中で対応） 

２ 福祉・介護人材の確保対策の推進           １６９億円（４４億円）

（参考）平成20年度第２次補正予算案において、福祉・介護人材の育成・定着を促進す

る。 

１ 福祉・介護人材確保のための緊急対策                   【205 億円】 

・ 学生、教員等に対し福祉・介護の仕事の選択を促すための相談・助言事業 

・ 潜在的有資格者等の再就業を促進するための研修事業 

・ 複数の事業所等の共同による求人活動や職員研修等事業 

・ 職場体験の機会の提供事業 

 

２ 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充                  【320 億円】 

・ 介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対して修学資金の貸付けを行う

制度について、貸付限度額の引き上げ、返還免除要件の緩和等を実施する。 

３ 地域福祉の再構築 
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＜＜主主なな事事業業＞＞  

○○  良良質質なな障障害害福福祉祉ササーービビススのの確確保保                                  ５５，，００７７２２億億円円  
・ 平成２１年４月に５．１％の障害福祉サービス費用（報酬）の改定を行うことにより、良質

な人材の確保、障害福祉サービスの質の向上、事業者の経営基盤の安定等を図る。 

 

 

 

 
  

  
○○  地地域域生生活活支支援援事事業業のの着着実実なな実実施施                                      ４４４４００億億円円  

・ 障害者のニーズを踏まえ、移動支援や地域活動支援センター機能強化など障害者の

地域生活を支援する事業について、市町村等における事業の着実な実施及び定着を

図るとともに、事業の実施が遅れている地域の支援や実施水準に格差が見られる事業

の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜＜主主なな事事業業＞＞  
○○  精精神神障障害害者者のの地地域域移移行行・・地地域域定定着着のの推推進進                            １１７７億億円円  

・ 精神障害者の地域移行を推進するために、受入条件が整えば退院可能な精神障害

者の退院促進や地域定着のための施策の推進 
 
 
 
 
 

障害者の自立生活を支援するため、良質な障害福祉サービスを確保するとともに、精神障

害者の地域生活への移行支援の推進や発達障害者支援施策の更なる拡充を図る。さらに、

障害者の職業的自立に向けた就労支援を推進する。 

障障害害者者のの自自立立支支援援のの推推進進  

１ 障害者の自立生活を支援するための施策の推進 

                ９，８７８億円（９，６５２億円）

２ 精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進 

４５億円（３７億円）

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、障害者自立支援対策臨時特例交付

金に基づく基金事業を、平成２１年度以降も延長するため、基金の積み増しを行

い、事業所支援、新法移行支援、福祉・介護人材確保対策等を実施する。 

                               【８５５億円】 

（参考）障害者就業・生活支援センター事業については、「成長力底上げ戦略」

の「福祉から雇用へ」推進５か年計画等において、平成 23 年度までに全

障害保健福祉圏域設置を推進していることから、平成 21 年度より地域生

活支援事業から移し替えし、単独事業として実施する。【生活支援部分 
７億円】 
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＜＜主主なな事事業業＞＞  
○○  発発達達障障害害者者のの地地域域支支援援体体制制のの確確立立                                  ２２．．４４億億円円  

・ 発達障害者の乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行うための支援体制を充実

させる。 

 

 

 

＜＜主主なな事事業業＞＞  
○○  「「工工賃賃倍倍増増５５かか年年計計画画」」のの推推進進                                            １１７７億億円円  
・ 福祉施設で働く障害者の一般就労への移行を促進するとともに、工賃水準の引上げを

促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 発達障害者支援施策の更なる拡充     １３億円（１１億円）

４ 障害者に対する就労支援の推進    ２２８億円（１８４億円）
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ⅢⅢ  主主要要事事項項  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１）医師等人材確保対策の推進                     ４８８億円 
 ①救急・産科・へき地医療を担う勤務医等への支援                ５０億円 

救急医療を担う医師の支援（新規）                        ２０億円 
救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への財政

的支援を行う。 

 

産科医療を担う医師の支援（新規）                        ２８億円 

産科医・分娩施設の減少に鑑み、分娩取扱手当を支給することにより、処遇改

善を通じて、産科医等の確保を図る。 

また、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師の処遇

改善を行う医療機関への財政的支援を行うことにより、産科を志望する医師の確保

を図る。 

 

へき地医療を担う医師の支援（新規）                    １．４億円 

へき地に派遣される医師の移動などに要する手当への財政的支援を行う。 

 

②医師派遣の推進                                    ４２億円 

医師派遣が円滑に行われるよう、派遣元医療機関、派遣先医療機関及び派遣医

師に対する支援の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第１１  健健康康なな生生活活とと安安心心でで質質のの高高いい医医療療のの確確保保等等
ののたためめのの施施策策のの推推進進  

「安心と希望の医療確保ビジョン」（平成２０年６月）に基づく医師等人材確保対策をはじめと

した地域医療の確保など、安心で質の高い医療提供体制の充実を図るとともに、新型インフル

エンザ等の感染症対策や、がん等の生活習慣病対策、難病等の疾病対策を推進する。 

また、革新的な医薬品・医療機器の創出については、「革新的医薬品・医療機器創出のた

めの５か年戦略」（平成２０年度改訂）に基づく施策を推進する。 

医療保険制度については、高齢者医療制度の円滑な運営等により、安定的で持続可能な

制度の運営を確保する。 

１ 安心と希望の医療の確保          ８４７億円（６７０億円） 

（参考）平成 20 年度第１次補正予算において、医師派遣を行う派遣元医療機関に対

する支援の強化を図る。（59 億円） 
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   ③勤務医等の勤務状況の改善・業務負担の軽減                ３７億円 

短時間の勤務制度を導入する病院や、夜勤明けの連続勤務を行わないようにす

るための交代勤務制等を導入する病院に対し、代替職員の雇い上げに必要な経費

の支援を行う。 

また、医師事務作業補助者の設置・充実を図るため、書類記載の代行等を行う専

門的知識の習得を目的とする研修に参加させる病院に対し、代替職員の雇い上げ

に必要な経費の支援を行う。 

更に、就労環境の改善等について、効果的な総合対策を行う医療機関への財政

的支援を行い、働きやすい職場環境を緊急的に整備する。 

 

（参考）平成２０年度第１次補正予算において、 

・短時間正規雇用を導入する医療機関に対し代替職員の雇い上げに必要な経費

の助成（４．７億円） 

・勤務医の業務負担を軽減し本来業務に専念させるため、医師事務作業補助者

の専門研修参加に係る代替職員の雇い上げに必要な経費の助成（６．８億円） 

を行う。 

 
④医師と医療関係職との協働の充実                        ８．２億円 

医師と看護師等の協働・連携の推進                      ６．４億円 

看護師の薬剤の投与量調節や療養生活指導等の技術、助産師の正常なお産の

進行管理等の技術を向上させる研修を行うことにより、看護師や助産師がその能力

を活かすとともに、産科医等の負担の軽減や院内助産所・助産師外来開設を促進

する。 

 

 

 

 

    医師と薬剤師との協働の充実                          １．８億円 

    チーム医療における医師等と薬剤師との協働を進める観点から、がん薬物療法な

ど専門知識を持つ薬剤師や薬局・病院での実務研修を指導する薬剤師の養成など

資質向上策を充実させる。 

 
⑤臨床研修病院等への支援                              １３億円 

医師不足問題がより深刻な地域や産科・小児科・救急医療等に貢献する臨床研

修病院等の研修経費に対する支援の充実に加え、新たに外部講師の招へいに必

要な経費等を支援することにより、臨床研修の質の向上を確保しつつ、研修医の都

市集中の是正促進を図る。 

 
⑥補償制度・医療事故における死因究明                     ４．９億円 

医師等が萎縮することなく医療を行える環境を整備するため、医療事故における

死亡の死因究明・再発防止を行う仕組みの検討や出産に起因して重度脳性まひと

なった者への速やかな補償を行うなど、産科医療補償制度（平成２１年 1 月開始予

定）の円滑な運用を進める。 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、医師と看護師等の協働・連携を

推進する効率的・効果的な研修方法等に関するモデル事業を創設する。  

（1 億円） 
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⑦看護職員の資質の向上と確保対策                         ９８億円 

      新人看護師・新人助産師に対する研修を推進するためのモデル事業を引き続き

実施するとともに、多様な勤務形態により看護職員を活用している医療機関の事例

を普及することにより看護職員の就業の促進を図る。 

      また、看護職員の中長期的な需給見通しについて検討を行う。 

 

（２）地域で支える医療の推進                        ５０４億円 

①救急医療の改善策の推進                             １９３億円 

 救急医療を担う医師の支援（新規）（再掲・２３ページ参照）         ２０億円 

救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への財政

的支援を行う。 

 

救急医療の充実                             ５６億円 

夜間・休日に小児の軽症患者の診療を行う小児初期救急センターの運営を支

援するとともに、重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れる救命救急センター

（第三次救急医療機関）の整備を推進する。 

 

管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援（新規）            ５１億円 

平時から地域全体の医療機関の専門性に関する情報を共有し、病状に応じた

適切な医療を提供できる医療機関・診療科へ患者を紹介する体制を整備し、救急

患者の受入れ実績等を踏まえた支援や、地域の診療所医師の救急医療への参

画を促すための財政支援を行う。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
一般救急医療との連携などを通じた精神科救急医療体制の強化     ２１億円 

精神科救急情報センター及び精神科救急医療施設における精神保健福祉士

等の増員等により、一般救急医療と精神科救急医療の連携のための連絡調整体

制を都道府県ごとに整備するとともに、空きベッドの確保等により、精神・身体疾患

を併せ持つ患者に対する精神科救急体制の強化を図る。 

 
 
 

 

 

 

（参考）平成２０年度第１次補正予算において、平時から地域全体の医療機関の

専門性に関する情報を共有し、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機

関・診療科へ患者を紹介する体制を整備する。（5.8 億円） 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）が携行する通信装置及び災害時の救急医療に必要となる資機材の整備に

必要な経費を助成する。（11 億円） 
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②ドクターヘリ導入促進事業の充実                         ２１億円 

    早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を図るため、ドクターヘリ（医師

が同乗する救急医療用ヘリコプター）事業を推進する。また、昼間の利用にとどまっ

ているドクターヘリを夜間にも利用することができるように、夜間搬送のモデル事業を

実施する。 

 

 

 
 

 

 

③産科医療の確保（新規）（一部再掲・２３ページ参照）              ５０億円 

産科医・分娩施設の減少に鑑み、分娩取扱手当等の支給や、出生数の少ない地

域に所在し経営に困難を生じている施設の運営等への財政的支援を行う。 

また、臨床研修後の専門的な研修において、産科を選択する医師の処遇改善を

行う医療機関への財政的支援を行うことにより、産科を志望する医師の確保を図る。 

更に就労環境の改善等について、効果的な総合対策を行う医療機関への財政的

支援を行い、働きやすい職場環境を緊急的に整備することなどにより、産科医療を

総合的に推進する。 

 
④周産期医療の充実                                  １３億円 

    出産前後の集中管理が必要な母体及び胎児、新生児に関する周産期医療体制

の充実を図るため、総合周産期母子医療センターへの母体搬送コーディネータ

ーの配置や、地域周産期母子医療センターの運営等への財政的支援を行う。 
 

⑤女性医師・看護師等の離職防止・復職支援の実施               ４５億円 

医療機関に勤務する女性医師・看護師等の乳幼児の保育に対する病院内保育

所の運営等への財政的支援を行うことにより育児と勤務との両立を安心して行うこと

のできる環境を整備する。 

 

 

 

 

⑥医療機関の耐震化の促進                            １４億円 

災害拠点病院をはじめとする医療機関の耐震化工事への財政的支援を行う。 

 

⑦未収金対策への支援（新規）                          ６０百万円 

未収金対策として、医療機関が実施する実践的な取組に対して財政的支援を行

う。 

 

 

 

 

（参考）平成 20 年度第１次補正予算において、老朽化した病院内保育所の改築

等の経費を補助する。（1.6 億円） 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、ドクターヘリを用いた救急医療

の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う救急医療機関へのヘリポート

の設置に必要な経費を助成する。（11 億円） 
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⑧医療分野の情報化の推進                           ７．８億円 

電子カルテ導入等の医療分野の情報化の推進や遠隔医療の設備整備に対する

支援による地域医療の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

（３）医師等と患者・家族の協働の推進                    ４．９億円 

医師等と患者・家族との相互理解を推進するため、相談員を育成することなどにより、

医療機関内の相談機能を充実させる。また、軽症患者による夜間の救急外来利用の

適正化などに関する普及啓発等を行う。 

 
（４）住み慣れた地域や家庭で療養が受けられる体制の充実    ４．８億円 

    訪問看護事業所の看護の質の向上及び人材育成等を図るため、管理者に対する研

修等を実施するとともに、居宅での緩和ケアに関する専門研修などを行い在宅医療の

推進を図る。 

 

 

 

（１）新型インフルエンザなど感染症対策の推進             ２２５億円 

①新型インフルエンザ対策の更なる推進                     １４４億円 

プレパンデミックワクチン（鳥－ヒト感染のインフルエンザウイルスを基に製造される

ワクチン）原液の備蓄を進めるとともに、医療機関や保健所等が、医療の提供等で連

携するための協議会の設置、医療従事者に対する訓練・研修等の実施や、検疫所

における水際対策の強化など、新型インフルエンザ対策の更なる推進を図る。 

 

（参考） 平成２０年度第１次補正予算において、国民の４５％分を目指した抗インフ

ルエンザウイルス薬の追加備蓄、ウイルス変異に対応したプレパンデミックワクチン

原液の備蓄、入院医療を担当する医療機関に対する人工呼吸器と個人防護具（Ｐ

ＰＥ）の整備補助、水際対策等に従事する者に必要な感染防護の資器材等の整備、

並びに国立感染症研究所における検体の確定診断の迅速化に必要な機器整備

及び施設改修を実施する。（４９１億円） 

 

②新興・再興感染症対策に関する研究の推進                   ２６億円 
     パンデミックワクチン（新型インフルエンザが発生した場合に、そのウイルスを基に

製造されるワクチン）の早期確保を図るための研究など、新興・再興感染症対策に関

する研究を推進する。 

２ 感染症・疾病対策の推進            ２，１３９億円（２，０２６億円） 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、地域における医療連携を推進する

ため、電子カルテルシステムを導入した地域の中心的役割を果たしている医療機

関と周辺地域の医療機関間において、診療情報の共有・蓄積等を推進するため

に必要な機器・ソフトウェアの等の経費を助成する。（３．８億円） 
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（２）難病対策の一層の推進                   １，５８７億円 

①難治性疾患に関する調査・研究の大幅な拡充                 １００億円 

難治性疾患の診断・治療法の研究開発を促進するため、対象疾患の拡大など事

業の大幅な拡充を図る。 
 

②難病患者の生活支援等の推進                        １，４８７億円 

患者の医療費の負担軽減を図るため、特定疾患治療研究を実施するとともに、難

病相談・支援センター事業等により、地域における難病患者の生活支援等の推進を

図る。 

 

（３）肝炎対策の充実                            ２０５億円 

①肝炎ウイルス検査の実施と研究基盤の整備                ６４億円 

市町村等による肝炎ウイルス検査等の実施を支援するとともに、保健所等におい

て利用者の利便性に配慮した検査を行う。また、肝炎研究７カ年戦略（平成２０年６

月）を踏まえ、肝炎治療実績の大幅な改善に繋がるような肝疾患の新たな治療方法

等の研究開発を推進する。 
 

②安全・安心の肝炎治療の促進と普及啓発の実施           １４１億円 

インターフェロン治療を必要とする患者に対する医療費の助成を行うとともに、医

療従事者に対する研修等を行う肝疾患診療連携拠点病院に対する支援事業を実

施する。また、肝炎に関する正しい知識の普及啓発を行う。 

※ インターフェロン治療に係る医療費助成については、一定条件を満たし

７２週投与が必要な患者に対し助成期間を延長する。 

 
（４）エイズ対策の推進                              ７５億円 

ＨＩＶ感染やエイズの発症予防のため、同性愛者等に焦点を絞った普及啓発や、夜

間・休日検査など利用者の利便性に配慮した検査・相談を行う。また、エイズ患者等の

生活の質を高めるため、電話相談やカウンセリング等を行う。 

 
（５）移植対策の推進                               ２６億円 

日本臓器移植ネットワークにおけるレシピエント検索システムを再構築し、臓器移植

に係るあっせん業務の強化を図る。また、骨髄移植後の生存率の向上等のため、骨髄

データバンク登録事業を充実させる。 

 
（６）リウマチ・アレルギー対策の推進                     １１億円 

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど免疫アレル

ギー疾患の治療法等の研究を推進する。また、喘息死をなくすため、喘息患者の自己

管理の徹底や、かかりつけ医と専門医療機関との連携体制の構築等を行う。 
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（７）腎疾患対策の推進                             ３億円 

慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する診断・治療法の研究開発を推進するとともに、医療従

事者への研修、慢性腎臓病に関する正しい知識の普及啓発等を行う。 

 

（８）総合的なうつ病対策の推進                      ６．２億円 

   うつ病等の精神疾患に関する国民の正しい理解のための普及啓発や、かかりつけ

医に対するうつ病に関する研修の実施、休職した労働者の職場復帰支援の拡充を行

う。 

 

 
 
 

（１）がん対策の総合的かつ計画的な推進             ２３７億円 

①放射線療法等の専門医師の育成及び緩和ケア等の着実な推進  ６８億円 

若手医師を放射線療法等の専門医師として育成する研修体制の構築、精度の高

い院内がん登録の実施等、がん診療連携拠点病院における機能強化を図るとともに、

治療の初期段階からの緩和ケアや化学療法等を推進するため、医療従事者等に対

する研修などを行う。 

 

②がん予防・早期発見等の推進                         ８２億円 

がん対策に賛同する企業等との連携により、がん検診対象者に対する受診促進

を図るとともに、全国どこでも一定水準以上のがん医療を受けられる環境整備の着

実な実施や都道府県が重点的に取り組む施策に対する支援並びにがん患者等に

対する情報提供及び相談支援等を行う。 
 

③がんに関する研究の推進                           ８６億円 

がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに

療養生活の質の維持向上を図るため、がん対策に資する研究を着実に推進するとと

もに、がん予防、診断、治療等に係る技術の向上などの研究成果を普及、活用す

る。 
 

（２）糖尿病、脳卒中等の生活習慣病対策の推進            ８６億円 

①糖尿病、脳卒中予防対策の推進                        ８４億円 

    糖尿病、脳卒中予防対策を推進するため、特定保健指導機関の評価制度の検討、

医療従事者が個人の特徴に合わせた予防・治療法を実施するために必要な情報基

盤の整備、人材育成、研究等を着実に推進する。 
 
 
 
 
 

３ がん等の生活習慣病対策の推進           ３２３億円（３２９億円） 
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②たばこ対策の推進                                ３．５億円 

      「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約」の批准国としての取組強化や

「健康日本２１」の目標達成のため、喫煙による健康影響に関する知識の向上、未成

年者の喫煙防止、取組が遅れている飲食店等における分煙対策等の受動喫煙防

止対策の推進などのたばこ対策を着実に実施する。 

   

③食育の推進                                      ８．２億円 

      食生活改善推進員等の食育推進活動を支援するほか、食事バランスガイドの普

及啓発による適切な食生活に関する情報提供等を行う。 

 

（３）女性の健康づくり対策の推進（新規）                ３．５億円 

女性特有の子宮がんや骨粗しょう症等疾患の予防に資する事業を都道府県等に委

託し、効果的な事業展開手法について検証を進めつつ、女性の健康づくり対策を推進

する。 

 

 
 

（１）革新的な医薬品・医療機器の研究開発の促進        ２５５億円 

①医薬品・医療機器に関する研究費の重点化・拡充              ２５１億円 

がん、精神神経疾患、難病等の重大疾病領域、希少疾病領域、新たな技術（個

人の特徴に応じた医療（テーラーメード医療）、再生医療等）などの領域を重視し、先

端医療研究拠点を中核とした複合体に対して研究資金の弾力的な運用や開発段階

からの薬事相談等を試行的に行う先端医療開発特区（スーパー特区）による実用化

促進を含め、革新的医薬品・医療機器の研究開発を推進する。 

 
②世界に通ずる臨床研究拠点医療機関の整備（新規）               ４億円 

外国の研究機関との共同研究計画の作成や契約等の一括実施が可能な「世界

に通ずる臨床研究拠点（グローバル臨床研究拠点）」を整備する。 

 

（２）後発医薬品の使用促進                             ９．２億円 

患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、品質・安

定供給の確保、情報提供の充実及び普及啓発等による環境整備に関する事業等を

実施する。 

さらに、平成 21 年度の新たな取組として、原則すべての保険者において「後発医

薬品お願いカード」の配布等の取組が実施されるよう各般の施策を講ずる。 

 

 

 

 

 

４ 革新的な医薬品・医療機器の創出           ２７７億円（２７４億円） 
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（１）長寿医療制度、国民健康保険等に係る医療費国庫負担  

８兆９，９０６億円 

各医療保険制度に係る国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実施を図る。 

 
（参考）高齢者医療制度については、本年４月からの施行状況を踏まえ、高齢者の置か

れている状況に十分配慮し、補正予算において、きめ細かな改善策を講じることとし

た。 

① 平成２０年度第１次補正予算（2,528 億円） 

・長寿医療制度における低所得者の保険料の軽減（平成２０年度分；均等割８.５

割軽減、所得割５割軽減） 

・被用者保険の被扶養者であった方の保険料負担軽減（９割軽減）の継続 

・７０～７４歳の医療費自己負担増（1 割→２割）の凍結措置の継続等 

 

② 平成２０年度第２次補正予算案（1,215 億円） 

・長寿医療制度における低所得者の保険料の軽減（平成２１年度分；均等割９割

軽減、所得割５割軽減）等 

 
 

（２）医療費適正化に関する施策の推進                    ４８８億円 

①特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施                  ４４８億円 

医療保険者が実施する４０歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする糖尿病等

生活習慣病の予防に着目した特定健康診査・特定保健指導への助成を行う。 

 
②病床転換の推進                                   ４０億円 

医療療養病床から介護保険施設等への転換に伴う整備費用の助成を行う。 

 
（３）レセプト・オンライン化の推進                      ３１億円 

レセプトのオンライン化を進めるとともに、医療サービスの質の向上等を図るため、レ

セプトを用いた医療費等の分析を行うための体制整備を行う。 

 
（４）高齢者医療運営円滑化事業の推進                 １９０億円 

   従来の特別保健福祉事業については、一般会計において引き続き実施することとし、

被用者保険の拠出金負担増の緩和等を図り、高齢者医療制度の円滑な運営を図る。 

 

 

 

 

５ 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保 

９兆６０４億円（８兆６，１９９億円）
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（１）住宅・生活対策                              ２５５億円 

○ 住居を喪失した離職者及び不安定就労者に対する住居・就労支援対策の推進 

                                               ２５５億円 

      派遣労働者や契約社員等の解雇・雇止めに伴って、社員寮の退去を余儀なくさ

れた離職者及び常用就職へ向けて就職活動を行うネットカフェ等で寝泊まりする不

安定就労者に対して、住居と安定就労の確保のための的確な相談・職業紹介等を

行うとともに、家賃補助費（上限36万円）、住宅入居初期費用（上限50万円）、生活・

就職活動費（上限 100 万円）等の貸与を行う。 

また、社員寮等の入居者の離職後も一定期間の入居について配慮するよう事業

主への要請を行うとともに、退去させずに引き続き無償で住宅を貸与する事業主へ

の助成（１人当たり４万～６万円、 大６か月）を行う。 

 

（２）雇用維持対策                               ８８０億円 

①中小企業等の雇用維持支援                            ５８１億円 

   休業、教育訓練、出向による雇用維持の取組を支援し、利益をあげられない中で

雇用を維持する中小企業への助成（手当、賃金の４/５（大企業２/３）、３年間３００日

支給）を行う。さらに、派遣労働者や期間工等、継続雇用期間が６か月未満の雇用保

険の被保険者等について、教育訓練・出向・休業させることにより雇用の維持を図る

場合についても助成を行う。 

 

②派遣先による派遣労働者の雇入れの支援                     ８９億円 

派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し、

奨励金を支給（１人１００万円（有期雇用の場合は５０万円）（大企業は半額））すること

により、派遣労働者の直接雇用を強力に推進する。 

第第２２  厳厳ししいい経経済済環環境境のの下下ににおおけけるる雇雇用用・・生生活活安安
定定のの確確保保  

世界金融危機は実体経済にも深刻な影響を及ぼしてきており、１０月の倒産件数は５年５か

月ぶりの水準となる中で有効求人倍率は９か月連続して低下し、雇用状況は悪化している。 

このような状況の中で、昨今、派遣労働者等の雇止め・解雇、新卒者の内定取消しなど、更

に深刻な問題が生じており、今後、一層の雇用の悪化が懸念される。このため、雇用の場の拡

大のための各般の施策を講ずるとともに、労働者の雇用の維持、再就職支援、生活保障のた

めの対策を強化する。また、若者、女性、高齢者、障害者等をはじめとするニーズに応じたきめ

細やかな支援策、地域雇用対策の充実や人材面からの中小企業支援等を強力に進める。 

１ 雇用状況の改善のための緊急対策の推進 

         ２，７９３億円（７３６億円） 
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   ③解雇・雇止め等労働条件問題への適切な対応等               ２１１億円 

解雇、雇止め予防等の啓発指導、賃金不払等の事案への迅速・適切な対応、正

社員転換の指導等労働条件問題に係る相談を強化する。 

   

（３）再就職支援対策等                          １，６４９億円 
①年長フリーター等の雇用機会の確保                       ２２０億円 

  年長フリーター等（２５歳～３９歳）を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用

する事業主等に対して、奨励金を支給（中小企業１人１００万円、大企業５０万円）す

ることにより、今後３年間で集中的に年長フリーター等の雇用機会の確保を図る。 

 

②中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援                ６２６億円 

高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる中小企業に対して、

手厚い支援を行う。また、中小企業における各種助成金の利用に係る負担の軽減の

観点から、相談支援を強化する。 

 

③ハローワークの機能強化による非正規労働者への就労支援体制の拡充等    

４８億円 

三大都市圏（東京、愛知、大阪）に加え、北海道及び福岡に派遣労働者等非正規

労働者の雇用の安定のための「非正規労働者就労支援センター」を設置し、安定就

職に向けた様々な支援をワンストップで提供するとともに、非正規労働者就労支援セ

ンター未設置の府県の主要なハローワークにおいても同様のサービスを実施する。 

また、雇用失業情勢の厳しい地域のハローワークにおいて、求人開拓体制を強化

する。 

 

④訓練期間中の経済的支援等の実施                        ３５億円 

ジョブ・カード制度の雇用型訓練における参加協力企業に対する助成（助成率

3/4（大企業 2/3）等）や、基礎的な導入訓練を受講する若年者等及び実践的な職業

訓練を受講する者に対し、職業訓練期間中の生活保障給付（１０万円/月（扶養家族

を有する場合には１２万円））を行う。また、有期実習型訓練修了者の雇用を促進す

るため、常用雇用する事業主に対して奨励金（１人１００万円（大企業５０万円））を支

給する。 

 

⑤雇用失業情勢が厳しい地域に対する支援の強化                ８９億円 

   地域貢献活動分野で活動を行う法人等における雇用機会の開拓の実施や、雇用

失業情勢が厳しい地域における創業等雇用創造に資する取組に対する支援を強化

するとともに、道県との共同による就職支援事業を実施する。 
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   ⑥離職者訓練の実施規模の拡充等                        ２４１億円 

失業者の増大に備え、離職者訓練の定員を大幅に増やすとともに、今後、雇用の

受け皿として期待できる分野（介護、ＩＴ分野等）での安定雇用に向けて、長期間の

訓練を大幅に拡充する。 

 

   ⑦中小企業の子育て支援促進                             ３１億円 

育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間

勤務制度の利用者が初めて出た場合の中小企業事業主に対する助成金（育児休

業：１人目１００万円、２人目以降８０万円等）や、労働者が利用した育児サービス費

用を負担する中小企業事業主に対する助成金（助成率：３／４、限度額：４０万円  

（１人当たり）、４８０万円（１事業主当たり））により支援する。 

 

⑧マザーズハローワーク事業の拡充                         ２１億円 

      マザーズハローワーク事業の拠点を拡充（１０８か所→１４８か所）するとともに、子育

て支援ネットワークの強化、求人者への助言・指導等による仕事と子育てが両立しや

すい求人の確保・母子家庭の母等の支援機関への出張相談、託児付セミナーの開

催等を実施する。 

 

   ⑨６５歳以上の高齢者を雇い入れる事業主への支援              １０９億円 

      ６５歳以上の高齢者を雇い入れる事業主への助成（中小企業９０万円、大企業５０

万円等）や、６５歳以上の高齢者を試行的に雇用する事業主に対する支援により、高

齢者の安定した就職の実現を図る。 

 

   ⑩中小企業等における障害者雇用促進のための重点的な支援        １２億円 

初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金（１００万円）、特例子会社や重

度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成措置（１０人以上の雇用で    

２,０００万円支給等）により、安定的な障害者雇用の拡大を図る。 

 

⑪介護労働者の雇用管理改善に取り組む事業主等に対する総合的な支援の充実 

１５２億円 

      雇用管理改善の業務を担う人材の雇入れ、介護業務未経験者の雇入れ（５０万円

（年長フリーター等の場合は１００万円）に対する助成、介護労働者の作業負担軽減

のための介護福祉機器（移動リフト等）の導入に対する助成（経費の２分の１（上限  

２５０万円））等、介護労働者の雇用管理改善に取り組む事業主等に対し、総合的な

支援を実施する。 
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   ⑫ハローワークを中心とした日系人向け相談・支援機能の強化         １６億円 

日系人集住地域のハローワークなどにおいて、通訳・相談員の増員や市町村とも

連携したワンストップコーナーの設置等の体制強化を行う他、就労のためのスキルが

不足している者への研修を実施し、早期の再就職の促進を図る。 

 
（参考） 

○ふるさと雇用再生特別交付金(仮称) 

平成２０年度第２次補正予算案において、都道府県に対する交付金により基金を創

設し、創意工夫を凝らした事業の実施を支援することにより、地域求職者等の安定的

な雇用機会の創出を図る。（2,500 億円） 

 

○緊急雇用創出事業（仮称） 

平成２０年度第２次補正予算案において、都道府県に対する交付金により基金を創

設し、緊急雇用創出事業（仮称）を実施することにより、失業者の一時的な雇用・就業

機会の創出を図る。（1,500億円） 

 

 

（４）内定取消し問題への対応                       ７．６億円 

①内定を取り消された学生等への就職支援の強化                 ７億円 

企業名の公表も含め、企業に対する指導を徹底するとともに、採用内定を取り消さ

れた学生等について、正規に雇用する事業主に対して奨励金（１００万円（大企業 

５０万円））を支給する。また、新規学卒者の雇用の安定を図るため、雇用調整助成

金を活用し、採用後直ちに教育訓練・出向・休業させることにより雇用の維持を図る

事業主への支援（賃金・手当の４/５（大企業２/３））を行う。 

 

②新規学卒者に対する就職支援の強化                      ６１百万円 

ものづくり企業・中小企業や介護分野等を中心に地域の企業との就職面接会を実

施する。 
 

（５）雇用保険の給付の見直し                            

雇用保険制度について、保険料引下げ（１年間）、非正規労働者の適用基準の見直し

（雇用見込１年→６か月）や、特に再就職が困難な場合の給付日数の 60 日分延長、契約

更新がなされなかった有期契約労働者の受給資格要件の緩和（被保険者期間 1 年→6

か月）など、非正規労働者のセーフティネット機能・再就職支援機能を重点的に強化する。

（雇用保険法改正） 
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（１）「フリーター等正規雇用化プラン（仮称）」の推進          ４５６億円 

①若者に対する就職支援                        ４５３億円 

 就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター等（25 歳～39 歳）を重

点に、職業相談、職業紹介から職場定着に至るまでの一貫した支援等を集中的に

実施する。また、30 代後半の不安定就労者まで拡大したトライアル雇用制度、

年長フリーター等を積極的に正規雇用する事業主に対する奨励金（1 人 100 万円

（大企業は 50 万円）の活用とともに、実践的な職業訓練等を実施し安定した就

職につなげる。 
 
②若者の応募機会拡大に向けた企業の取組の促進             ３．６億円 

若者の応募機会の拡大について、事業主への指導を強化するとともに、事業主

への相談機能の充実を図るほか、モデル的な取組を支援し、その成果を広く発信す

る。 

 
（２）ニート等の若者の職業的自立支援の強化                ２２億円 

①「地域若者サポートステーション」事業の拡充                  １７億円 

   ニート等の若者に対する地域の支援拠点である地域若者サポートステーションに

ついて、設置拠点を拡充（77 か所→92 か所）するとともに、教育機関等とのネ

ットワーク機能を強化し、若者・保護者に対し能動的に働きかけ等を行う。 

 
②「若者自立塾」事業の実施等                            ５．１億円 

   合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、若者に働く自

信と意欲を付与する「若者自立塾」事業について、訓練メニューの多様化等により、

効果的な実施を図る。 

 

（３）内定取消し問題への対応（再掲・前ページ参照）         ７．６億円 

 

 

 

 
（１）新待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実（第４－１－（２）（４６

ページ）で詳述）                              ３，５６９億円 

   女性の就業希望の継続を実現するため、待機児童の解消など保育サービスの充実を

図る。 

 

 

２ 若者の自立の実現             ５５３億円（３１３億円） 

３ 女性の就業希望の実現       ３，６９７億円（３，６７７億円） 
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（２）仕事と家庭の両立支援                           １００億円 

①育児・介護休業制度の拡充等                         ４６億円 

育児・介護休業法の見直しを検討し、育児期の短時間勤務や男性の育児休業取

得促進など、継続就労しながら育児・介護ができる環境を整備する。また、期間雇用

者の育児休業の取得促進のためのモデル事業を実施する。 

 

②事業所内保育施設に対する支援の充実と地域開放              ４６億円 

    事業所内保育施設を設置、運営する事業主に対する助成措置について、助成期

間を延長（５年間→１０年間）するとともに従業員以外の地域の利用者への地域開放

を進めることにより、事業所内保育施設の設置促進を図る。 

 
③中小企業における次世代育成支援対策の推進                ７．８億円 

次世代育成支援対策推進センターにおいて、中小企業における行動計画の策定、

届出を促進するため、講習会、巡回指導を実施する等、相談援助機能を強化する。 

 

（３）女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進      ２９億円 

①ポジティブ・アクションの取組の推進                       ３．３億円 

男女雇用機会均等法の履行確保とともに、男女労働者の格差の解消をめざした

企業の積極的かつ自主的な取組（ポジティブ・アクション）を進めるため、その周知と

取組の具体的ノウハウを提供する。 

 
②マザーズハローワーク事業の拡充（再掲・３４ページ参照）           ２１億円 

 

③起業準備段階及び起業後間もない時期の女性に対する起業支援   ２５百万円 

起業に向け取り組む女性に対する情報技術を用いて行う学習（ｅ－ラーニン

グサービス）の提供や、起業が軌道にのった先輩起業家が女性起業家に助言を

行うメンター紹介サービス事業の実施等により起業を支援する。 

 
 
 

（１）希望すれば働き続けられる高齢者雇用の促進          ３５９億円 

①高年齢者雇用確保措置の確実な実施                      １７億円 

高年齢者雇用確保措置の確実な実施に向けた事業主指導を重点的に行うととも

に、事業主団体等による小規模事業主等に対する雇用確保措置の導入及びその内

容の充実についての相談援助を支援する。 

 

 

 

 

４ いくつになっても働ける社会の実現         ６３６億円（５４６億円） 
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②年齢に関わりなく働ける勤労環境の整備                    １９８億円 

希望者全員について、６５歳以上まで雇用が確保される制度を導入する企業や、

勤務時間の多様化、職域拡大、処遇改善等に取り組む企業への支援を行う。また、

高年齢労働者が自ら労働災害リスクを認識できる手法を開発し、その試行を行う。 

 

（２）団塊の世代が活躍できる環境の整備                 ６４億円 

①「団塊世代のフロンティアプロジェクト（仮称）」の推進             ８．４億円 

在職中からジョブ・カードを用いたキャリア・コンサルティングを実施する

ことにより、高齢者の円滑な再就職を支援する。また、職業キャリアを活かす地

域貢献活動の情報や体験機会を提供するとともに、熟練技能人材に技能継承等に

関する技法を教育し、「技能継承等インストラクター（仮称）」として養成する。 

 

②再就職支援や起業支援のワンストップサービスの整備             １９億円 

事業主団体等の傘下の求人事業主や団塊世代の定年退職者等を対象としてキャ

リア・コンサルティング等を実施し、再就職支援を推進するとともに、起業支援情報を

提供することにより、ワンストップサービスの整備を図る。 

 
（３）多様な形態の就業による高齢者の生きがい対策の推進    １４７億円 

①シルバー人材センター事業の充実                        １３７億円 

     シルバー人材センターと地方公共団体が共同して「教育、子育て、介護、環境」の

分野を重点に企画提案した事業を支援するほか、シルバー人材センターにおいて

会員が安心して働くことができる生活圏域内での就業機会の確保、女性会員が魅力

を感じる職域の拡大等を実施する。 

 
②高齢者の職業経験を生かした登録制による就業支援の実施（新規）    １１億円 

高齢者の技術、技能、資格、職業経験等を登録し、地域の企業、団体、家庭、地

域コミュニティーなどからの高齢者ニーズとマッチングさせる仕組みを構築する。 

 

 
 

（１）障害者に対する就労支援の推進                    ２２８億円 

①中小企業等における障害者雇用促進のための重点的な支援 

（一部再掲・３４ページ参照） 

                                   １ ５ 億 円 

  複数の中小企業が事業協同組合等を活用し障害者を雇用するために要した費用

の助成措置の創設や、初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金（１００万

円）、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成措置（１０

人以上の雇用で２,０００万円支給等）により、安定的な障害者雇用の拡大を図る。 

５ 「福祉から雇用へ」推進５か年計画の推進     ２９１億円（２６１億円） 
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②雇用・福祉・教育等の連携による地域の就労支援力の強化          ５９億円 

ハローワークを中心とした地域の関係機関との連携による「チーム支援」を推進す

るとともに、就業面と生活面における支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援セ

ンター」の設置箇所数の拡充等により、地域における就労支援力の強化を図る。 

 
③障害特性に応じた支援策の充実・強化                       １４億円 

   精神障害者の雇用及び職場定着のノウハウを構築するモデル事業を創設するとと

もに、うつ病等休職者の職場復帰支援の拡充を図る。また、発達障害者及び難病の

ある人を雇用し適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成措置を創設する。 

 
④障害者に対する職業能力開発支援の充実                   ６４億円 

企業現場等を活用した職業訓練を実施する中小企業に対し、訓練カリキュラムの

策定から就職に至るまでの一貫した支援を行う。また、特別支援学校の生徒を対象

とした職業訓練や、在職障害者を対象とした職業訓練を実施する。 

 

⑤「工賃倍増５か年計画」の推進                            １７億円 

   福祉施設で働く障害者の一般就労への移行を促進するとともに、障害者の工賃を

平成１９年度から平成２３年度までに倍増させることを目標とする「工賃倍増５か年計

画」を推進する。 

 

（２）生活保護世帯、母子世帯に対する就業支援の推進        ５０億円 

①ハローワークと福祉事務所等との連携による就労支援の実施        １２億円 

ハローワークと福祉事務所等とが連携した「就労支援チーム」により、生活保護受

給者等に対する一貫した就労支援を実施する。また、新たに母子家庭の母等の特

性に応じた訓練コースを開発・実施する。 

 

 

②地域における母子家庭の就業・自立支援                     ２７億円 

  母子家庭の母の就業支援等を推進するため、看護師等の資格取得を支援する

高等技能訓練促進費等事業や母子自立支援プログラム策定事業の推進など支

援措置の充実を図る。 
 
（３）刑務所出所者等に対する就労支援の推進             ２．５億円 

関係省庁との連携の下、刑務所出所者等に対し、職業相談、職業紹介、職業訓練等

を行うとともに、試行雇用奨励金の支給、職場体験講習の実施及び職業相談等の体制の

整備等により就労支援の充実を図る。 
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（１）訓練期間中の経済的支援等の実施（再掲・３３ページ参照）    ３５億円 

 

（２）職業能力形成プログラムにおける委託型訓練の実施     ９３億円 

これまで職業能力形成機会に恵まれなかった方について、民間教育機関等における

座学と企業内における実習を一体的に組み合わせた実践的な職業訓練等を推進する。 

 
（３）非正規労働者等に対する導入訓練の実施             ３．８億円 

非正規労働者やニート等、直ちに実践的な職業訓練等を受講することが困難な者に

対して、これらの職業訓練への「橋渡し」となる基礎的な導入訓練を実施する。 

 

（４）ジョブ・カード制度の普及促進に向けた取組の強化       ３９億円 

ジョブ・カードセンターにおいて、企業等の要請に基づきキャリア・コンサルティングを実

施することにより、自社内の非正規労働者の正社員転換等を支援する。また、中小企業

等に制度を普及させるため事業主団体等による先導的モデル事業を実施する。 

 
（５）ハローワーク等におけるキャリア・コンサルティング体制等の整備 

     ３４億円 

ハローワーク等において、ジョブ・カード交付希望者に対する綿密なキャリア・コンサル

ティングの実施体制等を整備するとともに、記載方法や効果的な活用方法について講習

を実施し、交付を担うキャリア・コンサルタントの養成を進める。 

 

 

 

 

（１）地域雇用対策の充実                          ５８７億円 

①地方公共団体と一体となった雇用対策の推進（新規）               １５億円 

国と地方公共団体がそれぞれの特性を活かし、一体となって就業支援を行う「ふるさ

とハローワーク事業（仮称）」を創設する。 

 

②雇用失業情勢が厳しい地域に対する支援の強化（再掲・３３ページ参照）  ８９億円 

 

（２）中小企業に対する雇用安定のための支援           １，３５４億円 

①中小企業等の雇用維持支援（再掲・３２ページ参照）               ５８１億円 

 

②中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援（再掲・３３ページ）      ６２６億円 

６ 職業能力形成システムの整備・充実          ２０６億円（１７４億円） 

７ 地域における雇用機会の確保と中小企業支援の充実 

                         ２，１１７億円（８５８億円） 
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③生産性の向上に資する人材の確保・定着等のための支援の実施        ９６億円 

生産性向上や新分野進出等を図ろうとする中小企業が、それらに必要な人材の雇

入れ、設備投資や職業能力開発を行った場合についての支援を充実する。 

 

（３）ものづくり立国の推進                           １７億円 

①地域におけるものづくり分野の人材育成に対する支援（新規）       ６０百万円   

    ものづくり分野における人材育成に取り組む都道府県において、業界団体等と連携

したものづくり分野における人材確保、在職者訓練、技能継承のための事業計画を策

定の上、これに基づく事業を支援する。 

 

②技能五輪大会の推進等によるものづくり技能の振興              １０億円 

若者の就業意欲の喚起や円滑な技能継承に資するため、技能五輪全国大会（開催

地：茨城県）をはじめとする各種技能競技大会を推進するとともに、ものづくりの魅力、

重要性の啓発により技能労働者の地位向上に努め、ものづくり技能の振興を図る。 

 

③団塊世代の労働者を活用した技能継承等の推進                 ６億円 

    中小企業における技能継承や生産性向上等に資するため、団塊世代等の熟練技能

人材に技能継承等に関する技法を教育し、「技能継承等インストラクター（仮称）」として

養成する。 

 

（４）介護労働者等の確保・定着                      １５９億円 

①介護労働者の雇用管理改善に取り組む事業主等に対する総合的な支援の充実 

（再掲・３４ページ参照）                               １５２億円 

    

②「福祉人材確保重点プロジェクト（仮称）」の推進等による福祉人材確保対策の強化 

（新規）                                         ７．４億円 

      ハローワークに「福祉人材コーナー（仮称）」を設置し、関係機関との連携による潜

在有資格者等の掘り起こしや、きめ細かな職業相談、職業紹介、求人者への助言、

指導等により、福祉・介護サービス分野の人材確保対策を強化する。 
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（１）正社員以外の方々の待遇の改善                   ４４０億円 

①労働者派遣事業の適正化                            ８．６億円 

日雇派遣の原則禁止など労働者派遣法制の見直しを実施するとともに、違法派

遣、偽装請負の防止等を図るため、派遣元・派遣先等に対する厳正な指導監督や

労働条件についての専門相談窓口の設置等を行う。また、派遣労働者等の雇用管

理改善に向けた事業主の自主的取組を支援する。 

 

 ②ハローワークの機能強化による日雇派遣労働者等に対する安定就労に向けた支援         

３１億円 

日雇派遣労働者等の安定した就労を実現するため、ハローワークの特別の相談

窓口において、担当者制による一貫したきめ細かい職業相談、職業紹介、職場定着

指導等の支援を実施する。 

 
③有期契約労働者の雇用管理改善と正社員転換の促進          ２１億円 

有期契約労働者を雇用する事業主に対し、ガイドライン等を活用し、事業主団体

等を通じた相談支援等を実施する。また、中小企業事業主が、有期契約労働者を正

社員へ転換する制度を導入した場合の助成措置に加え、フルタイムの有期契約労

働者に正社員と共通の処遇制度等を新たに導入した場合の助成措置（５０万円（正

社員と共通の処遇制度の場合）、３５万円（正社員と共通の教育訓練制度の場合）を

創設する。 

 
④パートタイム労働法に基づく正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進  

１７億円 

パートタイム労働法における均衡待遇の確保と正社員転換を推進するため、専門

家の配置等による相談、援助等事業主支援を実施する。また、短時間正社員制度に

ついて、業界ごとの導入モデルの開発、普及等により、その導入促進、定着を図る。 

さらに、短時間労働者に対する正社員との均衡待遇等を考慮した制度を導入する

中小企業に対して助成（６０万円等）する。 

 

第第３３  安安心心・・納納得得ししてて働働くくここととののででききるる環環境境整整備備  

将来にわたる安定した雇用・生活を実現するため、正社員以外の方々の正社員化を含む待

遇の改善や、適正な雇用関係の構築などにより安心・納得して働ける環境の整備を図るととも

に、健康で豊かな生活のための時間の確保や多様な働き方・生き方の選択などによる、仕事と

生活の調和の実現を推進する。 

１ 安心・納得して自らの働き方を選択できる環境整備  ４４９億円（３９億円）
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⑤ハローワークの機能強化による非正規労働者への就労支援体制の拡充等 

（再掲・３３ページ参照）                              ４８億円 

 

⑥住居を喪失した離職者及び不安定就労者に対する住居・就労支援対策の推進 

（再掲・３２ページ参照）                                ２５５億円 

 

⑦派遣先による派遣労働者の雇入れの支援（再掲・３２ページ参照）      ８９億円 

 

（２）適正な雇用関係の構築                        ８．９億円 

①改正最低賃金法の円滑な施行等                        ５億円 

低賃金額の徹底を図るとともに、効率的・効果的な監督指導を実施することによ

り確実に 低賃金の履行確保を図り、賃金の低廉な労働者のセーフティネット機能

を充実させる。 

 

②労働契約法の円滑な施行                          ３．７億円 

中小企業等に対して、労働契約法の趣旨及び内容の徹底を図るとともに、モデル

就業規則の作成、就業規則適正化のための講習、望ましい労働契約の在り方に関

する相談事業等を実施し、労使間の紛争の防止及び早期解決を図る。 

 

 
 

（１）健康で豊かな生活のための時間の確保              ６０億円 

①労働時間等の見直しに向けた取組の促進                   ３１億円 

業界団体による業種の特性に応じた「仕事と生活の調和推進プラン」の策定を支

援するとともに、相談・助言を行う「仕事と生活の調和推進アドバイザー（仮称）」の養

成等を図る。また、労働時間が長い事業場を対象とした重点的な監督指導を実施す

る。 

 

②生涯キャリア形成支援の積極的展開                       ２６億円 

長期の教育訓練休暇制度の導入や時間外労働の制限など従業員の自発的な能

力開発を支援する企業に対する助成を拡充する（訓練経費に対する助成率を１/３

→１/２に引上げ等）。また、企業が行う従業員のキャリア形成の取組を診断するサー

ビスを提供する。 

 

 

 

 

 

 

２ 仕事と生活の調和の実現                ２９１億円（１８３億円） 
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（２）企業における総合的なメンタルヘルス対策の推進         １４億円 

メンタルヘルス対策の総合窓口において各種相談対応を行う等、メンタルヘルス不

調者の発生防止、早期発見・早期治療のための対策、職場復帰支援に至るまでの一

貫した取組を行う。 

 
（３）多様な働き方・生き方の選択                    １１７億円 

①労働者派遣事業の適正化（再掲・４２ページ参照）               ８．６億円 

②ハローワークの機能強化による日雇派遣労働者等に対する安定就労に 

  向けた支援（再掲・４２ページ参照）                  ３１億円 

③有期契約労働者の雇用管理改善と正社員転換の促進（再掲・４２ページ参照） 

２１億円 

④パートタイム労働法に基づく正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進（再

掲・４２ページ参照）                                  １７億円 

⑤ハローワークの機能強化による非正規労働者への就労支援体制の拡充等 

  （再掲・３３ページ参照）                               ４８億円 

⑥マザーズハローワーク事業の拡充（再掲・３４ページ参照）         ２１億円 

⑦テレワークの普及促進                            １．４億円 

テレワークに関する労務管理についての相談・助言を行うテレワーク相談セ

ンターを拡充するとともに、講習会の開催により、適正な労働条件下でのテレ

ワークの普及促進を図る。また、在宅での就業形態による発注者とのトラブル

等に対する相談援助等を実施する。 

 

（４）仕事と家庭の両立支援（再掲・３７ページ参照）       １００億円 

 
 

 
 
（１）企業における総合的なメンタルヘルス対策の推進 

  （再掲・本ページ２（２）参照）                    １４億円 
  

（２）重篤な労働災害の防止対策の充実など安全衛生対策の推進 ９．１億円 

重篤な労働災害を防止するため、機械設備の安全対策を検討するほか、企業の努力

義務である「危険性・有害性等の調査等」の実施促進を図るため、インターネット上でリス

クを診断できるシステムの提供等を実施する。 
 

（３）職業性疾病等の予防対策の推進                 ２９億円 

ナノマテリアル（超微粒素材）の毒性情報を得るための実証試験や石綿健康障害予防

のため実地調査、個別指導等を実施する。また、職場における新型インフルエンザ対策

を推進するため事業者等に対して研修を行う。 

３ 労働災害の減少を図るための安全衛生対策等の促進 

                             ９９億円（８３億円） 
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（４）産業保健活動及び健康づくり対策等の推進           ３５億円 

労働者の健康障害防止等の支援として医師による面接を充実させ、相談・指導体制の

機能強化と整備を図る。また、職場における受動喫煙防止対策の推進を図る。 

 

（５）石綿救済法等の趣旨及び内容の徹底            ９６百万円 

石綿に係る労災補償制度の労災保険給付及び改正石綿救済法に基づく特別遺族給

付金の内容等を幅広く周知・啓発することにより制度の周知徹底を図る。 

 

 
 
 
 

（１）労働問題に関するワンストップ相談体制の整備           １５億円 

各都道府県労働局において、労働相談機関や紛争解決機関とネットワーク化を図ると

ともに、労働紛争の解決事例等の情報を収集して共有化することにより、総合労働相談コ

ーナーにおける的確な相談対応や円滑かつ迅速な労働紛争問題の解決を図る。 

 
（２）労働関係法令の遵守に向けた監督指導等の徹底        ５．９億円 

派遣労働者の労働条件確保のための派遣元・派遣先に対する重点的な監督指導、改

正 低賃金法の円滑な施行に向けた監督指導、長時間労働抑制のための重点的な監

督指導等の労働関係法令の遵守に向けた監督指導等を徹底する。 

 

４ 「働く人を大切にする社会」を実現するための基盤整備 

                            ２２億円（１９億円） 
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（１）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の充実     ５５１億円 
①地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の充実         ３８８億円 

様々な子育て支援事業について、「子ども・子育て応援プラン」に掲げた目標の達

成に向けた着実な推進を図るとともに、地域力を活用した子育て支援に参画する者

の養成、ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児預かり等への対応

のためのモデル事業の実施等、地域の子育て支援の推進を図る。 

 

②地域における子育て支援拠点の拡充                      １０２億円 

地域における子育て支援拠点について、身近な場所への設置を促進するとともに、

その機能の拡充を図る。 

 

（２）新待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実    ３，５６９億円 
①待機児童解消に向けた保育所の受入れ児童数の拡大          ３，４７５億円 

待機児童解消を目指し、民間保育所における受入児童数の増を図るとともに、第

３子目以降の保育料を無料とする。 

 

②多様な保育サービスの提供                            ５５１億円 

家庭的保育事業（保育ママ）や一時預かり事業の拡充、地域の保育資源（事業所

内保育施設等）の活用など保育サービスの提供手段の多様化を図る。また、延長保

育、病児・病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた保育サービス

を提供する。 

 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、子どもを安心して育てることができるよう

「新待機児童ゼロ作戦」の前倒し実施を図り、平成２２年度までの集中重点期間にお

いて１５万人分の保育所や認定こども園の整備を推進することなどを目的として都道

府県に「安心こども基金（仮称）」を創設する。（１，０００億円（文部科学省分を含

む。）） 

 

 

 

第第４４  人人口口減減少少社社会会のの到到来来をを踏踏ままええたた少少子子化化対対策策
のの推推進進  

「子ども・子育て応援プラン」（平成 16 年 12 月）、「新しい少子化対策について」（平

成 18 年 6 月）に基づく施策の着実な推進を図るとともに、平成１９年１２月に決定さ

れた「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を受け、「新待機児童ゼロ作戦」（集中重

点期間平成２０～２２年度）、「５つの安心プラン」の一つである「未来を担う「子ども

たち」を守り育てる社会」等を踏まえた少子化対策を総合的に推進する。 

１ 地域の子育て支援の推進            ６，８７７億円（６，８６８億円）
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（３）総合的な放課後児童対策(｢放課後子どもプラン｣)の着実な推進 

     ２３５億円 
放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」を一体的あ

るいは連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実な推進を図る。 

また、放課後児童クラブについては、「新待機児童ゼロ作戦」や「５つの安心プ

ラン」を踏まえ、ソフト面及びハード面での支援措置を図る。 

 

（４）児童手当国庫負担金                      ２，５２３億円 

 

 

 
 

 

（１）虐待を受けた子ども等への支援の強化            ８７７億円 
①地域における体制整備                                  

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）や養育支援訪問事業の全国

展開及び子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能強化

を図る。 

 

②児童相談所の機能強化                                 

児童相談所における家族再統合のための保護者指導や一時保護所における教

員等の配置を促進するなど児童相談所の機能強化を図る。 

 

③社会的養護体制の拡充                           ８２２億円 

家庭的養護を拡充するため、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の推

進や里親支援体制の充実を行うとともに、児童養護施設等における小規模ケアの推

進や幼稚園費の創設などを図るほか、施設を退所した児童等の就業・生活支援を

目的とした児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）等を推進する。 

 

（２）配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）への対策等の推進 

４９億円 

婦人相談所が配偶者からの暴力被害者を一時保護委託するための経費の充実を

図るとともに、婦人保護施設における同伴児童のケアの充実を図るほか、人身取引被

害者や外国人の配偶者からの暴力被害者支援のための通訳者を養成するなど支援

体制の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 

２ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 ９２６億円（８４９億円） 
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（１）母子家庭等の総合的な自立支援の推進            ７８億円 
①自立のための就業支援等の推進（一部再掲・３９ページ参照）     ２７億円 

母子家庭の母の就業支援等を推進するため、看護師等の資格取得を支援する

高等技能訓練促進費等事業や母子自立支援プログラム策定事業の推進など支

援措置の充実を図る。 

 

 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、高等技能訓練促進費の支給期間の延

長を行う。                                      （１．３億円） 

    修業期間の 後の１／３の期間（上限１２か月） 

→ 修業期間の後半１／２の期間（上限１８か月） 

 

   ②マザーズハローワーク事業の拡充（再掲・３４ページ参照）         ２１億円 

 

（２）自立を促進するための経済的支援                 １，６６５億円 
母子家庭や寡婦の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や、技能取得等に

必要な資金の貸付を行う母子寡婦福祉貸付金による経済的支援を行う。 

 
 
 
 

（１）不妊治療等への支援                           ４６億円 
  ①不妊治療等への支援 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療

費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成するなどの支援を行う。 

 

②妊産婦ケアセンター（仮称）への支援（新規） 

産前産後における妊産婦の適切なサポートを行うため、入院を要しない程度の体

調不良（うつ病など）の妊産婦を対象に宿泊型のサービス（母体ケア、乳児ケア等）を

提供する。 

 

（２）小児の慢性疾患等への支援                      １４４億円 

小児期における小児がんなどの特定な疾患の治療の確立と普及を図るため、小児

慢性特定疾患治療研究事業を行う。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施す

る。 

 

 

 

 

３ 母子家庭等自立支援対策の推進        １，７４３億円（１，７０６億円）

４ 母子保健医療の充実                   １９３億円（１８４億円）
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安心して出産できるようにするため、出産育児一時金を４万円引き上げること等により、

妊産婦の経済的負担を軽減する。 

 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、妊婦が健診の費用の心配をせず、必

要な回数（１４回程度）を受けられるように、平成２２年度までの間、地方財政措置され

ていない９回分について、市町村における妊婦健診の公費負担の拡充を図る。 

（７９０億円） 

 

（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、平成２０年度の緊急措置として、幼児教

育期（小学校就学前３年間）の第二子以降の子一人あたりにつき、３．６万円の子育

て応援特別手当を支給する。（６５１億円） 

 

 

 
 

 
（１）健康で豊かな生活のための時間の確保                 ６０億円 

 

（２）企業における総合的なメンタルヘルス対策の推進         １４億円 

 
（３）多様な働き方・生き方の選択                  １１７億円 

 

（４）仕事と家庭の両立支援                        １００億円 

 
 

 
 

（１）「フリーター等正規雇用化プラン（仮称）」の推進          ４５６億円 
 

（２）ニート等の若者の職業的自立支援の強化             ２２億円 

 

（３）内定取消し問題への対応                       ７．６億円 

 

 

６ 仕事と生活の調和の実現（再掲・４３ページ参照）  ２９１億円（１８３億円） 

 

７ 若者の自立の実現（再掲・３６ページ参照）      ５５３億円（３１３億円）

５ 出産等に係る経済的負担の軽減                   ７９億円 
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（１）地域における介護基盤の整備                 ４０７億円 

地域における介護施設を整備するとともに、高齢者ができる限り住み慣れた地域や

家庭で自立し、安心して暮らし続けることができるよう、国土交通省との連携を図りつつ、

地域福祉拠点としての公的賃貸住宅団地等の再整備（安心住空間創出プロジェクト）

やケア付き住宅の整備を促進する。また、介護療養病床の介護療養型老人保健施設

等への転換整備及び消防法改正に伴う、既存の認知症高齢者グループホーム等小規

模福祉施設に対するスプリンクラーの整備を重点的に進めていく。 

 
（２）安定的・効率的な介護保険制度の運営             ２兆３７８億円 

要介護認定の適正化やケアマネジメントの適切化をはじめとする適正化対策を推進

するとともに、平成２１年４月にプラス３．０％の介護報酬改定を行うことにより、介護従事

者等の処遇改善を図ることとする。 

 
（参考）平成２０年度第２次補正予算案において、平成２１年４月の介護報酬改定等に

伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する。（１，１５４億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 

第第５５  高高齢齢者者等等がが生生きき生生ききとと安安心心ししてて暮暮ららせせるる
福福祉祉社社会会のの実実現現  

高齢者が生き生きと安心して暮らせる健康現役社会を実現するため、安心で質の高い

介護サービスの提供のための安定的・効率的な介護保険制度の運営、福祉・介護サービ

スを担う人材の確保を行うとともに、医療も含めた総合的な認知症対策や介護予防対策

等の関連施策を推進する。また、６５歳までの雇用機会の確保、団塊世代の定年退職者

の再就職支援等により、いくつになっても働ける社会の実現に向けた環境整備を図る。

年金制度については、持続可能で安心できる制度を構築するため、平成２１年４月か

ら基礎年金国庫負担割合を２分の１とする。 
また、生活保護制度については、生活保護受給者の自立支援、制度の適正実施を推進

する。 

１ 安心で質の高い介護サービスの確保    ２兆９７６億円（２兆３９６億円） 
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（３）介護サービスの質の向上及び医療との連携促進        １９１億円 

①認知症対策の総合的な推進  （第５－３（次ページ）で詳述）     ３９億円 

 

②地域における人材の確保（新規）（第５－２－（２）（本ページ）で詳述）   ２．６億円 

 

③訪問看護支援事業の実施（新規）                         ３．２億円 

在宅療養の充実を図るため、広域対応訪問看護ネットワークセンターにおいて、訪

問看護の請求事務等の支援等を実施し、訪問看護事業の効率化、規模の拡大を支

援する。 

 

 

 

（１）福祉・介護サービス従事者の確保の推進（新規） 

新たに福祉・介護サービスに従事した者に対する巡回相談及び事業者への助言、

実習受入施設レベル向上のための講習を通じ、福祉・介護人材の定着の促進を図る。

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（210 億円）の内数） 

 
（参考）平成 20 年度第 2 次補正予算案において、以下の福祉・介護人材 

確保対策を実施。 

・福祉・介護人材の育成・定着の促進 （205 億円） 

（障害者自立支援対策臨時特例交付金(855 億円)の内数） 

・介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充（320 億円） 

 
 
（２）地域における人材の確保（新規）                      ２．６億円 

①高齢者地域活動推進者養成支援事業                     ９０百万円 

「安心と希望の介護ビジョン」を踏まえ、「高齢者地域活動推進者（コミュニティ・ワー

ク・コーディネーター）」を年間３００人（１０年間で３，０００人）養成することとし、意欲あ

る地域の高齢者や住民が、主体的・積極的に活動するための環境を整備する。 

 

②生活（介護）支援サポーター養成支援事業                    １．７億円 

新たな住民参加型サービス等の担い手を養成し、介護保険制度等社会保障制度

と相俟って、市民のための市民による支え合いの基盤を整備する。 

 

 

（３）介護労働者等の確保・定着（再掲・４１ページ参照）        １５９億円 

 

 

 

 

２ 福祉・介護人材確保対策の推進             １６９億円（４４億円）
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認知症疾患医療センター及び地域包括支援センターへの医療・介護連携担当者の配

置をはじめ、若年性認知症に関する総合的な対策など、研究開発の推進から医療、介護

現場での連携・支援に至るまで、認知症の医療と生活の質を高める施策を総合的に推進

する。 

 

 

 

地域において様々な生活課題を抱えている者を早期に発見し、公的な福祉サービス

や地域の支え合いなどによって問題解決を図っていくための仕組みを構築する（例えば、

市町村による全戸訪問調査や要援護者マップづくり、定期的な訪問等による見守りなど

の取組により、高齢者等への虐待や孤立死の防止、災害時の要援護者対策等を推進す

る。）。 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金(210 億円)の内数） 

 

 

 

 

 

（１）希望すれば働き続けられる高齢者雇用の促進       ３５９億円 

    

（２）団塊の世代が活躍できる環境の整備             ６４億円 

 

（３）多様な形態の就業による高齢者の生きがい対策の推進  １４７億円 

 

 

 

 

（１）ひきこもり対策の推進（新規）                    

ひきこもりの問題の早期発見・早期対応のため、ひきこもりの状態にある本人や家族

からの相談等の支援を行う「ひきこもり地域支援センター」（仮称）を都道府県・指定都

市に整備する。 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金(210 億円)の内数） 

 

 

 

 

３ 認知症対策の総合的な推進                 ３９億円（２１億円）

５ いくつになっても働ける社会の実現（再掲・３７ページ参照） 

６３６億円（５４６億円）

６ ひきこもりやホームレス等への支援             ３１億円（３１億円）

４ 地域福祉の再構築（新規） 
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（２）ホームレス自立支援の推進                       ３１億円 

ホームレスの自立支援を推進するため、巡回相談活動を行う総合相談推進事業や

就業機会の確保を図るための就業支援事業等を実施する。 

また、ホームレス自立支援事業については、自立支援センターの設置の際に、民間

賃貸住宅等の空き住戸などを活用し、ホームレスの社会復帰が円滑に行われるよう支

援する。 

 

 

 

 
 

（１）刑務所出所者等の地域生活定着支援（新規） 

各都道府県の保護観察所と協働して進める「地域生活定着支援センター」（仮称）に

より、刑務所入所中から、福祉サービス（障害者手帳の発給、年金受給など）に繋げる

準備を行い、刑務所出所者等の社会復帰を支援する。 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金(210 億円)の内数） 

 

（２）刑務所出所者等に対する就労支援の推進（再掲・３９ページ参照） 

２．５億円 

 

 

 

（１）生活保護費国庫負担金                     ２兆５８５億円 
生活保護を必要としている者に対して適切に保護を行うため、生活保護制度に

係る国庫負担に要する経費を確保する。 

 

（２）自立支援の着実な推進 
生活保護受給者の自立支援について、各自治体における自立支援プログラムに

よる支援を着実に推進するとともに、新たに、就労意欲が低いなど就労に向けた

課題を多く抱える者に対して、就労意欲を喚起するための支援等を実施する。 

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（２１０億円）の内数） 

 なお、母子世帯等に対して自立に向けたきめ細かな就労支援を行うとともに、

母子加算については平成２１年４月から廃止する（３年計画の 終年次）。 

 

（３）適正実施の推進 
課税調査の徹底、不正受給の防止など生活保護制度の適正実施を推進する。 

 

 

 

 

７ 刑務所出所者等に対する社会復帰支援       ２．５億円（１．７億円）

８ 生活保護制度の適正な実施       ２兆１，０９３億円（２兆１６２億円）
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○年金給付費国庫負担金 

年金制度については、持続可能で安心できる制度を構築するため、平成２１年４月

から基礎年金国庫負担割合を２分の１とする。 

９ 持続可能で安心できる年金制度の構築 

９兆８，５９３億円（７兆４，２５８億円）



 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）良質な障害福祉サービスの確保                 ５，０７２億円 

ホームヘルプ、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスについ

て、障害福祉計画に基づき、各市町村において推進を図る。 

また、平成２１年４月に５．１％の障害福祉サービス費用（報酬）の改定を行うことによ

り、良質な人材の確保、障害福祉サービスの質の向上、事業者の経営基盤の安定等を

図る。 

 

（参考） 平成２０年度第２次補正予算案において、障害者自立支援対策臨時特例交付

金に基づく基金事業を、平成２１年度以降も延長するため、基金の積み増しを行い、

事業所支援、新法移行支援、福祉・介護人材確保対策等を実施する。（８５５億円） 

 
 

（２）地域生活支援事業の着実な実施                    ４４０億円 

障害者のニーズを踏まえ、移動支援や地域活動支援センター機能強化など障害

者の地域生活を支援する事業について、市町村等における事業の着実な実施及び

定着を図るとともに、事業の実施が遅れている地域の支援や実施水準に格差が見ら

れる事業の充実を図る。 

 

（参考） 障害者就業・生活支援センター事業については、「成長力底上げ戦略」の「福祉から雇用

へ」推進５か年計画等において、平成 23 年度までに全障害保健福祉圏域設置を推進してい

ることから、平成 21 年度より地域生活支援事業から移し替えし、単独事業として実施する。 

【生活支援部分７億円】 

 

 

（３）障害者に対する良質かつ適切な医療の提供          １，４４７億円 

心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療（精神通院医療、身体障害者向け

の更生医療、身体障害児向けの育成医療）を提供する。 

第第６６  障障害害者者のの自自立立支支援援のの推推進進  

障害者の自立生活を支援するため、良質な障害福祉サービスを確保するとともに、受入条

件が整えば退院可能な精神障害者の地域生活への移行支援の推進や発達障害者支援施策

の更なる拡充を図る。 

さらに、福祉施設で働く障害者の一般就労への移行を促進するとともに、工賃水準の引上

げを図り、障害者の職業的自立に向けた就労支援を総合的に推進する。 

１ 障害者の自立生活を支援するための施策の推進 

９，８７８億円（９，６５２億円） 
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（４）障害者の就労支援の推進（再掲・３９ページ参照）         １７億円 

福祉施設で働く障害者の一般就労への移行を促進するとともに、障害者の工賃を平

成１９年度から平成２３年度までに倍増させることを目標とする「工賃倍増５か年計画」を

推進する。 

 

（５）心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の充実・強化    ２２０億円 

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、指定入院医療機関の確保を行う

とともに、対象者の地域における継続的な医療の提供と社会復帰の促進を図る。 

 

（６）障害福祉サービス提供体制の整備                １２８億円 

障害者の就労支援や地域移行を促進するため、就労移行支援等の障害者の日中

活動に係る事業所やグループホーム等の整備を促進する。 

また、国土交通省と連携を図り、公的賃貸住宅団地等の再整備（安心住空間創出プ

ロジェクト）等により、障害者が安心して地域で生活が続けられるよう、基盤の整備を推

進する。 

 

 

 

（１）精神障害者の地域移行・地域定着の推進                １７億円 

精神障害者の地域移行を推進するために、受入条件が整えば退院可能な精神障

害者の退院促進や地域定着のための施策の推進を図る。 

 

（２）精神科救急医療体制の強化（再掲・２５ページ参照）        ２１億円 

 

（３）精神障害に対する国民の正しい理解の促進           ８０百万円 

精神疾患や精神障害者に関する国民の正しい理解のための普及啓発を推進する。 

 

 

 

 

（１）発達障害者の地域支援体制の確立                 ２．４億円 

○発達障害者支援センター等における支援                    ２．２億円 

発達障害者支援センターにおいて、発達障害者やその家族等への支援を行うとと

もに、発達障害者の乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行うため、個別支援

計画の実施状況を調査・評価等し、適切な助言等を行うことにより支援体制の整備を

推進する。 

 

 

 

２ 精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進 ４５億円（３７億円）

３ 発達障害者支援施策の更なる拡充            １３億円（１１億円）
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（２）発達障害者の支援手法の開発や普及啓発の着実な実施    ６．６億円 

発達障害のある子どもの成長に沿った一貫した支援となるよう先駆的な取組を通じ

て有効な支援手法を開発・確立するとともに、発達障害者支援に携わる職員等への研

修や、発達障害情報センターによる全国の関係機関等への情報提供を行う。 

また、「世界自閉症啓発デー」を契機に、自閉症をはじめとする発達障害に関する正

しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 

 

（３）発達障害者の就労支援の推進（一部再掲・３９ページ参照）   ３．７億円 
発達障害学生の個々の特性や希望に配慮した職業相談等を行うとともに就労支援

機器の整備を行う。また、発達障害者を雇用し適切な雇用管理等を行った事業主に対

する助成措置を創設するとともに、発達障害者に対する職業訓練機会を拡充する。 

 

 

 

 

（１）中小企業等における障害者雇用促進のための重点的な支援  １５億円 

 

（２）雇用・福祉・教育等の連携による地域の就労支援力の強化    ５９億円 

 

（３）障害特性に応じた支援策の充実・強化                １４億円 

 

（４）障害者に対する職業能力開発支援の充実              ６４億円 

 

（５）「工賃倍増５か年計画」の推進                      １７億円 

４ 障害者に対する就労支援の推進（再掲・３８ページ参照）  

２２８億円（１８４億円）
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（１）医薬品・医療機器の安全対策の推進                 １０億円 

医薬品・医療機器による健康被害の再発防止を図る観点から、未知の副作用を早

期に検出して注意喚起等するため、安全性に関する情報の収集・分析・評価体制の

充実のための医薬品医療機器総合機構職員の増員、新たなリスク管理手法の検討な

ど、医薬品等の市販後安全対策の強化を図る。 

 

（２）新医薬品・医療機器の迅速な提供                    ７．８億円 

国内外で開発された有効で安全な新医薬品・医療機器を迅速に提供できるように

するため、日米欧三極における医薬品の国際共同治験に関する相談体制の整備や

日米両国における医療機器の同時審査等のための検討を行う。 

 

（３）安全、安心な血液製剤の供給確保                   ７億円 

医療に不可欠な血液製剤の安全性の向上と安定供給の確保を図るとともに、献血

に対する国民の意識の向上が図られるよう、普及啓発活動を引き続き推進する。 

 

 

 

（１）食品の危害情報の集約・管理分析体制の強化           １８百万円 

○食品危害情報システム（仮称）の構築等（新規）              １８百万円 

様々な食中毒事案等への迅速かつ的確な対応や、消費者や食品関連事業者、

医療関係者からの情報入手など、食中毒事案に常時対応できる体制を整備する。 

 

 

第第７７  国国民民のの安安全全とと安安心心ののたためめのの施施策策のの推推進進  

薬害再発防止のため、医薬品・医療機器の安全対策を強化するとともに、有効で安全な医

薬品・医療機器を迅速に提供するための対策、血液対策、麻薬・覚せい剤等対策を推進す

る。 

また、国民の食の安全・安心に対する関心は非常に高く、国民の健康危害防止のため、輸

入食品の安全対策、残留農薬等ポジティブリスト制度の着実な実施、健康食品の安全性の確

保など、食品安全対策を推進する。 

あわせて、自殺対策、バイオテロリズム等の発生に備えた健康危機管理体制の強化、安全で

良質な水の確保を推進する。 

１ 医薬品・医療機器の安全対策、迅速な提供体制の推進 

１０３億円（１０５億円）

２ 食品安全対策の推進                   １５３億円（１５５億円）



 59

（２）輸入食品の安全確保策の強化                  １２０億円 

①輸入食品の監視体制の強化                          ２６億円 

検疫所における輸入食品のモニタリング検査の充実等を図るとともに、加工食品

の残留農薬検査を強化するなど、検査体制を強化する。 

      （参考）平成２０年度第１次補正予算において、多数の原材料からなる複雑な加工

食品の残留農薬等の検査体制を強化するため、検疫所における機器整備を

行うなど、食の安全対策を強化する。（９．９億円） 

 

②対日輸出施設への査察体制の強化等（新規）              ７百万円 

また、輸出国における食品安全対策の調査・評価を行い、現地調査を実施すると

ともに、食品衛生上の問題が認められた輸出国に係る対日輸出食品の生産・製造工

程における衛生管理の実態調査、二国間協議の実施等を行う。 

 

（３）残留農薬、食品添加物、容器包装等の安全性の確保       １６億円 

①加工食品中の残留農薬等の分析法の開発（新規）             ２．２億円 

輸入業者の自主管理及び検疫所における監視強化に資するよう、多種多様な加

工食品の残留農薬に係る分析法を開発する。 

 

②残留農薬等のポジティブリスト制度の着実な推進              ３．９億円 

ポジティブリスト制度（農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁

止する制度）において、国際基準等を参考に農薬等の基準の見直しを計画的に行

い、制度の着実な推進を図る。 

 

③食品添加物、容器包装等の安全性確認の計画的な推進         ９．３億円 

新たな毒性試験を活用しつつ、食品添加物等の安全性の見直しを計画的に実施

する。また、食品用容器包装等に用いられる化学物質の規制については、毒性等の

基礎データを収集するなど、ポジティブリスト制度の国内導入に向けた調査を行う。 

 

（４）健康食品の安全性の確保等の推進                 ５２百万円 

原材料や製造工程における健康食品の安全性を確保するため、事業者以外の第三

者による認証を行う制度の普及等を図る。 

 

（５）食品安全に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進

１７百万円 

食品安全施策について、国民の理解や信頼を高めるため、的確な情報提供や消費

者等からの幅広い意見・情報収集を行うなど、リスクコミュニケーションの取組を推進す

る。 
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（６）食品の安全・安心の確保に資する研究等の推進            １５億円 

輸入食品の安全性確保、ＢＳＥの人体への影響等の様々な問題に対し、科学的根

拠に基づく安全性に関する調査研究、先端技術を応用した検査技術の開発とともに、

油症研究の充実を図るなど、食品の安全・安心の確保に資する研究を推進する。 

 

 

 

（１）うつ病等の精神疾患に関する国民の正しい理解の促進 

（一部再掲・２９ページ参照）                    ８０百万円 

自殺との関連が強いとされるうつ病等の精神疾患に関する国民の正しい理解のため

の普及啓発を行う。 

 

（２）自殺予防総合対策センターにおける情報提供等の推進   ５３百万円 

総合的な自殺対策を実施するため、自殺予防総合対策センターにおいて、国内外

の情報収集、インターネットによる情報提供、関係団体等との連絡調整を行うとともに、

関係機関の相談員や医療現場に従事する心理職等を対象とした専門的な研修及び

自殺の実態を解明するための調査を行う。 

 

（３）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組の支援 

         ６．２億円 

市町村・医療機関等の関係機関の連携の強化、自殺対策に関する人材育成のため

の地域自殺予防情報センター（仮称）の設置、地域における先進的な自殺対策の取組

の検証、自殺未遂者や自殺者遺族へのケア対策などを推進する。 

また、先進的かつ効果的な自殺対策を行っている民間団体に対し支援を行う。 

 

（４）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成 

（一部再掲・４４ページ参照）                        １２億円 

うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、かかりつけ医に対するうつ病の診断・

治療・医療連携等に関する研修を行う。 

また、職場におけるメンタルヘルス対策の総合窓口において各種相談対応を行うな

ど、メンタルヘルス不調者の発生防止等の対策を推進するとともに、休職した労働者の

職場復帰支援の拡充により一貫した取組を行う。 

 

（５）自殺問題に関する総合的な調査研究等の推進            ３．２億円 

自殺予防に向け、複数地域を対象に、こころの健康の啓発活動をはじめとする複合

的なプログラムを導入した比較介入研究を行うとともに、救急部門に搬送された自殺未

遂者に対してケースマネジメントによる支援を行い、再び自殺を試みることを予防する

研究等を実施する。 

３ 自殺対策の推進                        ２３億円（１３億円）
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（１）取締体制の強化                            ５．６億円 

巧妙化、広域化かつ組織化する麻薬・覚せい剤・大麻等の薬物事犯に迅速かつ的

確に対応するため、暴力団や外国人犯罪組織などの取締体制を強化する。 
 

（２）特定薬物乱用重点予防啓発の強化                ４４百万円 

   青少年による大麻等薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上のた

め、従来からの施策に加え、高校生を対象とした大麻等に重点をおいた啓発資材の

作成・配布を行う。 
 

（３）依存症対策の推進（新規）                     ５０百万円 

地域における薬物・アルコール依存症対策を推進するため、モデル事業の実施によ

る実効性のある取組について検証を行う。 
 

 

 

 

（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進             ４．１億円 

感染症やバイオテロリズムの発生に備えた初動体制の確保や危機情報の共有及

び活用、地域における健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管

理対策総合研究事業により総合的な研究を推進する。 

 

（２）健康危機管理体制の整備・強化                     ２．７億円 

非常時に健康危機管理体制が十分に機能するよう、平時から、各種訓練の実施、

地域における連携体制・専門家ネットワークの構築等を行うとともに、地域における健

康危機事例に的確に対応するため、専門家の養成等を行う。 

 

（３）国際健康危機管理対応能力の強化                   １．３億円 

国内外での未知の感染症等の発生時にＷＨＯ等が編成する疫学調査チームに国

立感染症研究所が参加し、国際的な感染症の情報収集、解析、情報提供等を行う。

また、病原体のゲノム情報の蓄積、データベース化及び解析を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 大麻等薬物乱用対策の推進               ９．７億円（９．４億円）

５ 健康危機管理体制の強化                ８．１億円（８．９億円）
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（１）水道施設の整備                             ６６５億円 

    すべての国民に安全で良質な水道水の安定的な供給を行うために、水道施設の耐

震化等の災害対策を拡充するなど「水道ビジョン」（平成２０年７月改訂）に基づく取組

を推進する。 

 

   （参考）平成２０年度第２次補正予算案において、水道施設の耐震化率が低い現状に

鑑み、地震により災害を受けやすい老朽化した石綿セメント管、コンクリート管、塩化ビ

ニル管の更新、並びに配水池等の基幹水道構造物の耐震化の促進を図る。（８５億

円） 
 

 

（２）水道分野の国際展開の推進                   ２２百万円 

「アジア・ゲートウェイ構想」（平成１９年５月）及び「経済成長戦略大綱」（平成１８年

７月）に位置付けられている水道産業の国際展開を支援するため、日本の水道の普及

等に向けたアジアでの現地セミナーの開催等を実施する。 

 

６ 安全で良質な水の安定供給               ６６７億円（７１１億円） 
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（１） コンピュータの記録と台帳等との計画的な突合せ        １０７億円 

コンピュータの記録と台帳等との突合せを計画的・効率的に実施するため、紙

台帳等の電子画像データ検索システムの構築などの準備を着実に進める。 
 
（２）標準報酬等遡及訂正事案への対応                 １１１億円 

標準報酬等のお知らせを厚生年金受給者へ送付し、ご本人に記録を確認してい

ただく。併せて、受給者からの標準報酬等に関する相談に対応するための体制を

整備する。 
 
（３）「今後解明を進める記録」の解明・統合等               ６６億円 

基礎年金番号に統合されていない記録について、記録の内容に応じた解明作業

を進め、統合を図る。その他、共済組合等から提供された共済過去記録について

も統合を進める。 
 

（参考）平成２０年度第１次補正予算により、紙台帳等の電子画像データ検索システムの

構築等に着手。（２０４億円） 

また、平成２０年度第２次補正予算案において、不適正な遡及訂正処理の可能性

がある年金記録(年金受給者分約２万件)の調査等を行う。（１１億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第８８  年年金金記記録録問問題題等等へへのの対対応応  

年金記録問題の対応については、年金記録の管理等に対する国民の皆様の不信感を払拭

するため、「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」（平成

１９年７月５日政府・与党合意）等に沿って、引き続き徹底して迅速かつ効率的に対策を進め

る。 

また、保険料収納率の向上、民間委託の拡大等の取組を徹底するとともに、「日本年金機構

の当面の業務運営に関する基本計画」（平成２０年７月２９日閣議決定）に沿って、平成２２年１

月に日本年金機構を設立する。 

１ 年金記録問題への対応                  ２８４億円(２９８億円) 
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（１）日本年金機構の設立                           ４４億円 

国民の公的年金制度への信頼を回復するため、社会保険庁を廃止し、日本年金機構

を平成２２年１月に設立して正確かつ効率的に業務を実施する。 

 

（２）日本年金機構運営費交付金（新規）                 ６４２億円 

 

 

 

 

（１）保険料収納対策の推進                         １１２億円 

市町村からの所得情報を活用した強制徴収及び免除勧奨の実施、公共サービス改革

法に基づく民間ノウハウを活用した収納事業の実施等により、国民年金保険料の収納対

策を推進する。 

 

（２）社会保険オンラインシステムの見直し              １，２９７億円 

社会保険オンラインシステムについて、競争入札を可能とし運用調達コストを削減する

ため、システムのオープン化（専用機器から汎用機器への移行、記録管理及び基礎年金

システムのソフトウェアの再構築等）を図り、汎用性のある効率的なシステムの構築を着実

に実施する。 
 

２ 組織改革の推進                       ６８５億円（１２億円） 

３ 業務改革の推進                  １，４１０億円（１，４８３億円）
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厚生労働行政における国際協力については、本年我が国で開催されたＧ８北海道洞爺

湖サミット、第４回アフリカ開発会議、Ｇ８労働大臣会合の成果を踏まえ、アジア地域に加え、

アフリカ地域も念頭に置き、国際機関の活用など戦略的に推進する。 

 

（１）Ｇ８北海道洞爺湖サミット等の成果を着実に実施するための国際協力の

推進                                    １５９億円 

①世界保健機関（WHO）等を通じた国際協力等の推進            ９８億円 

世界保健機関等への拠出等を通じ、開発途上国やアフリカ地域における感染症

対策事業、母子保健事業、保健システム強化事業等により、Ｇ８北海道洞爺湖サミッ

ト等の成果である国際保健の課題への取組を推進する。 

 

②国際労働機関（ILO）を通じた国際協力等の推進                 ６２億円 

国際労働機関への拠出等を通じ、労働者等の健康確保対策の推進など、アジア

における「働きがいのある人間らしい仕事」の実現に向けた取組を推進するとともに、

Ｇ８労働大臣会合の成果を踏まえ、地球環境の問題に配慮した雇用戦略支援に係

る事業を行う。 

  

（２）外国人労働問題等への適切な対応                     ３２億円 
①外国人研修・技能実習制度の見直しと適正化                 ６．４億円 

制度運用の適正化を図るため、研修生・技能実習生の受入れ機関等に対する巡

回指導を強化し、また、母国語による電話相談を実施するとともに、新たに、技能実

習生の技能習得を促進するためのモデル事業を実施する。 

 

②「留学生３０万人計画」に基づく国内就職促進の加速               ４億円 

企業が留学生を始めとする専門的・技術的分野の外国人労働者を適切に活用で

きる労務管理の在り方について関係省庁、大学、企業等の協力を得て検討を行い、

雇用管理指導や講習会等により周知する。また、留学生の国内就職市場の拡大を

図るため、留学生向けインターンシップを行う。 

 

③外国人指針に基づく雇用管理改善の一層の推進（新規）          ９７百万円 

ハローワークにおいて外国人雇用事業所へ訪問して雇用管理改善指導や相談援

助を実施する。また、日系人を雇用する事業所に対する社会保険労務士による雇用

管理改善指導や業界団体を活用した雇用管理改善指導を実施する。 

 

 

１ 国際社会への貢献                     ２３９億円（２４０億円）

第第９９  各各種種施施策策のの推推進進  
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④ハローワークを中心とした日系人向け相談・支援機能の強化 

（再掲・３５ページ参照）    １６億円 

 

⑤経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士の円滑かつ適正な受入れ 

８３百万円 

経済連携協定に基づき外国人看護師・介護福祉士候補者を円滑かつ適正に受

け入れるため、受入施設に対する巡回指導を行うとともに、看護・介護導入研修を行

う。 

 
 

 

 
電子政府構築計画（平成１５年７月）等を踏まえ、利用者本位で透明性が高く、効率的

で安全な行政サービスの提供と行政内部の業務・システムの 適化を図るための基盤整

備を行う。 
 

 

 

社会保障分野におけるＩＣカードの利活用に関する検討を更に推進する。 

 

 

 

第３期科学技術基本計画（平成１８年３月）を踏まえ、厚生労働行政分野の科学研究等

を推進し、健康安心の推進、健康安全の確保及び先端医療の実現を目指すとともに、イ

ノベーション２５（平成１９年６月）の社会還元加速プロジェクト等を推進する。 

また、国立高度専門医療センターにおいて、高度先駆的医療等の臨床研究を推進す

る。 

 

 

 
 

（１）戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給 
戦後６０周年にあたる平成１７年に国として特別の弔慰を表すために支給された特別

弔慰金の基準日以降に、公務扶助料等の受給権を有する遺族がいなくなった戦没者

等の遺族に対して、新たな基準日を設けて特別弔慰金（額面 24 万円、６年償還）を支

給する。 

 

 

（２）戦没者慰霊事業の推進                            １０億円 

戦後６３年を経過し、遺族の高齢化が進展する中、未送還遺骨に関する情報収集事

業の充実を図り、遺骨収集など戦没者慰霊事業の推進を図る。 

２ 行政の情報化の推進                     ５億円（４．１億円） 

３ 社会保障カード（仮称）の導入に向けた検討     ３．９億円（２．１億円） 

４ 科学技術の振興                  １，２０７億円（１，１７６億円） 

５ 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護等 

４９８億円（５４７億円）



 67

（３）中国残留邦人等への支援                          １１１億円 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律」に基づき、中国残留邦人等への支援策を着実に実施する。 

 

 

 

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護

ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き推進する。 

 

 

 

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」等に基づき、ハンセン病療養所の入所

者に対する必要な療養の確保、退所者等に対する社会生活支援策の充実、偏見・差別

の解消のための普及啓発等の施策を着実に推進する。 

 

 

 

今年度実施中の健康実態調査の結果の分析等を行い、油症研究の加速的推進に資

する報告書を取りまとめるなど、油症研究を推進する。 

 

 

 

生活衛生関係営業経営の健全化、衛生水準の維持向上を図るため、生活衛生同業組

合の活動を通じた経営革新等に資する事業を推進するとともに、株式会社日本政策金融

公庫による生活衛生資金貸付制度の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 原爆被爆者の援護                 １，５３２億円（１，５３６億円）

７ ハンセン病対策の推進                  ４２２億円（４３９億円） 

８ カネミ油症研究の推進                  ３６百万円（２．８億円） 

９ 生活衛生関係営業の指導及び振興の推進        ２０億円（１８億円）
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平成２１年度厚生労働省予算案の主要事項一覧表 

                                                                              

項目 主要事項 
平成 20 年度 

予 算 額 

平成 21 年度 

予 算 案 額 

第１ 健康な生活と安心で質の

高い医療の確保等のため

の施策の推進 

 

 

第２ 厳しい経済状況の下にお

ける雇用・生活安定の確

保 

 

 

 

 

第３ 安心・納得して働くこと

のできる環境整備 

 

 

第４ 人口減少社会の到来を踏

まえた少子化対策の推進 

 

 

 

 

 

第５ 高齢者等が生き生きと安

心して暮らせる福祉社会

の実現 
 

１ 安心と希望の医療の確保 

２ 感染症・疾病対策の推進 

３ がん等の生活習慣病対策の推進 

４ 革新的な医薬品・医療機器の創出 

５ 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保 

１ 雇用状況の改善のための緊急対策の推進  

２ 若者の自立の実現 

３ 女性の就業希望の実現 

４ いくつになっても働ける社会の実現 

５ 「福祉から雇用へ」推進５か年計画の推進 

６ 職業能力形成システム（ジョブ・カード制度）の整備・充実

７ 地域における雇用機会の確保と中小企業支援の充実 

１ 安心・納得して自らの働き方を選択できる環境整備 

２ 仕事と生活の調和の実現 

３ 労働災害の減少を図るための安全衛生対策等の促進 

４ 「働く人を大切にする社会」を実現するための基盤整備 

１ 地域の子育て支援の推進 

２ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 

３ 母子家庭等自立支援対策の推進 

４ 母子保健医療の充実 

５ 出産に係る経済的負担の軽減 

６ 仕事と生活の調和（再掲） 

７ 若者の自立の実現（再掲） 

１ 安心で質の高い介護サービスの確保 

２ 福祉・介護人材確保対策の推進 

３ 認知症対策の総合的な推進 

４ 地域福祉の再構築 

５ いくつになっても働ける社会の実現（再掲） 

６ ひきこもりやホームレス等への支援 

７ 刑務所出所者等に対する社会復帰支援 

８ 生活保護制度の適正な実施 

９ 持続可能で安心できる年金制度の構築 

６７,０１１ 

２０２,５９５ 

    ３２,８９７ 

２７,３６２ 

８,６１９,９３５ 

７３,６１８ 

３１,３１４ 

３６７,６６６ 

５４,６１５ 

２６,１１７ 

１７,４１９ 

８５,７９３ 

３,９２８ 

１８,２８４ 

８,２７４ 

１,８５５ 

６８６,８２５ 

８４,８７１ 

１７０,６２７ 

１８,４３４ 

－ 

１８,２８４ 

３１,３１４ 

２,０３９,６１９ 

４,３９１ 

２,０６９ 

１９５億円の内数 

５４,６１５ 

３,０９８ 

１７５ 

２,０１６,２０３ 

７,４２５,７８２ 
 

８４,７４１

２１３,９２３

    ３２,２７８

２７,６７５

９,０６０,３５２

２７９,２５１

５５,２９６

３６９,７２８

６３,５６７

２９,１４５

２０,５８４

２１１,７４８

４４,９２２

２９,０８５

９,９０９

２,１５６

６８７,７３８

９２,６２４

１７４,３０６

１９,３０１

７,９３４

２９,０８５

５５,２９６

２,０９７,６１１

１６,９４６

３,９０２

２１０億円の内数

６３,５６７

３,０９０

２５２

２,１０９,２７１

９,８５９,２７１
 

 

（単位：百万円）

参 考 資 料 
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項目 主要事項 
平成 20 年度 

予 算 額 

平成 21 年度 

予 算 案 額 

第６ 障害者の自立支援の推進 

 

 

 

第７ 国民の安全と安心のため

の施策の推進 

 

 

 

 

第８ 年金記録問題等への対応 

 

 

第９ 各種施策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障害者の自立生活を支援するための施策の推進 

２ 精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進 

３ 発達障害者支援施策の更なる拡充 

４ 障害者に対する就労支援の推進（再掲） 

１ 医薬品・医療機器の安全対策、迅速な提供体制の推進 

２ 食品安全対策の推進 

３ 自殺対策の推進 

４ 大麻等薬物乱用対策の推進 

５ 健康危機管理体制の強化 

６ 安全で良質な水の安定供給 

１ 年金記録問題への対応 

２ 組織改革の推進 

３ 業務改革の推進 

１ 国際社会への貢献 

２ 行政の情報化の推進 

３ 社会保障カード（仮称）の導入に向けた検討 

４ 科学技術の振興 

５ 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護等 

６ 原爆被爆者の援護 

７ ハンセン病対策の推進 

８ カネミ油症研究の推進 

９ 生活衛生関係営業の指導及び振興の推進 

９６５,１６５ 

３,６７８ 

１,０６９ 

１８,４２７ 

１０,５０３ 

１５,４８５ 

１,２９９ 

９３６ 

８８５ 

７１,０６７ 

２９,８３４ 

１,１７４ 

１４８,３２６ 

２４,０１２ 

４０９ 

２１０ 

１１７,５５４ 

５４,６７８ 

１５３,５８５ 

４３,８５２ 

２８３ 

１,７８２ 

９８７,７６７

４,４６０

１,２６８

２２,７６８

１０,２５２

１５,３３７

２,３０８

９６９

８０８

６６,６６０

２８,３６６

６８,５４４

１４０,９５５

２３,９１３

５０５

３９２

１２０,６５４

４９,７７１

１５３,２２９

４２,２１７

３６

２,０４５

（単位：百万円）
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平成 21 年度 税制改正の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２０年１２月 
 

  厚生労働省 

参 考 資 料 



 71

 
 

目  次 
 

 

 

 

 

第１ 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための施策の推進･･･････７２ 

 

 

第２ 働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現･････････････････････７５ 

 

 

第３ 安定した雇用･生活の実現と安心･納得して働くことのできる環境整備･･７６ 

 

 

第４ 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現と少子化対策の 

   推進･････････････････････････････････････････････････････････････７７ 

 

 

第５ 障害者の自立支援の推進････････････････････････････････････････７９ 

 

 

第６ 各種施策の推進････････････････････････････････････････････････８０ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

・番号の前に※印を付してある項目は他省庁においても要望している項目である。 

・再掲の項目については（ ）で括ってある。 

 
① 社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する病院及び診療所に係る非課税措置

の創設〔固定資産税、都市計画税、不動産取得税〕 

地域の救急医療、へき地医療、産科・小児科医療などを守るため、都道府県の医療

計画に基づき特に地域で必要な医療の提供を担う社会医療法人について、救急医療等

確保事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療

を含む。））を行う病院及び診療所に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税を

非課税とする措置を講ずることとされた。 

（＊）救急医療等確保事業を行っている病院又は診療所については、有料駐車場等を

除き、全体が非課税とされた。救急医療等確保事業を行っていない病院又は診

療所は非課税措置の対象とならない。 

 

② 医療関係者の養成所に係る非課税措置の創設〔固定資産税、都市計画税、不動産取

得税〕 

一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人に限る。）、社会医療法人、社会

福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及びその連合会並びに

国家公務員共済組合及びその連合会が設置する助産師、看護師、准看護師、理学療

法士、作業療法士、臨床検査技師、歯科技工士及び歯科衛生士の養成所の固定資産

税、都市計画税及び不動産取得税について、非課税とする措置を講ずることとされ

た。 

 

※③ 一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人が設置する医療関係者の養成所、社

会福祉施設等に係る地方税の非課税措置の創設〔固定資産税、都市計画税〕 

「検討事項」として、税制改正大綱において以下のように記述された。 

公益法人制度改革に対応する税制上の措置については、新制度施行後の実態を見極め

つつ、必要な見直しを引き続き検討する。 

また、特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する施

設に係る固定資産税及び都市計画税について、引き続き、移行状況や施設の使用実態等

を把握したうえで、これまで一定の用途に供する施設に対して非課税措置が講じられてきた経

緯も踏まえながら、平成２５年度までの間にできるだけ速やかに必要な検討を行い、適切な措

置を講ずる。 

 

④ 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税、個人住

民税、法人住民税、事業税〕 

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格５００万円以上の医療用機器等を取

得した場合に、取得価格の１４％の特別償却を認める特例措置については、対象と

なる機器等を取得価格５００万円以上の「高度な医療の提供に資するもの又は承認

等を受けてから２年以内のもの」に見直しを行った上で、その適用期限を２年間延

長することとされた。 

第１ 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための 
施策の推進 

１ 安心と希望の医療の確保 
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⑤ 医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の延長〔所得税、法人税、

個人住民税、法人住民税、事業税〕 

医療安全に資する医療機器等（＊）を取得した場合に、取得価格の２０％の特別

償却を認める特例措置について、その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊）医療安全に資する医療機器等 

人工呼吸器（警報機能付き），シリンジポンプ（警報機能付き）， 

生体情報モニタ（人工呼吸器との同時設置に限る）， 

生体情報モニタ連動ナースコール制御機（警報情報表示機能付き）， 

自動錠剤分包機，注射薬自動払出機，医療情報読取照合装置， 

調剤誤認防止装置，分娩監視装置，特殊寝台（高さ調整機能付き） 

 

⑥ 平成１２年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院等への建替えに

係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事

業税〕 

平成１２年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院・有床診療所

への建て替えを行った場合の建物について、基準取得価格（取得価格の１／２）の

１５％の特別償却を認める特例措置については、対象となる医療機関について一部

見直し（＊）を行った上で、その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊）対象となる病院用建物の要件である「医療の提供体制の整備に資するため」

の基準を見直す。 

 

※⑦ 地震防災対策用資産に係る特例措置の延長及び拡充〔所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税、固定資産税〕 

医療機関などが取得した地震防災対策用資産に係る特別償却制度について、対象資

産（緊急地震速報受信装置の追加等）、特別償却率（８％→２０％）等の見直しを行

った上で、その適用期限を２年間延長することとされた。 

また、医療機関などが保有する地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置に

ついて、対象資産（緊急地震速報受信装置の追加等）、課税標準の特例率（５年間４

分の３→３年間３分の２）等の見直しを行うこととされた。 

（＊）見直し後の対象資産 

緊急地震速報受信装置及びその関連設備（感震装置・緊急遮断装置） 

 

⑧ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕 

現行の課税特例措置については、存続することとされた。 

 

⑨ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕 

現行の課税特例措置については、存続することとされた。 

 

⑩ 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕 

社会保険診療報酬に係る消費税のあり方の検討については、税体系の抜本的改革

を行う際に検討することとされた。 
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① 新型インフルエンザ対策に係る医療提供体制整備促進税制の創設〔所得税、法人税、

個人住民税、法人住民税、事業税〕 

新型インフルエンザ対策における医療提供体制の整備のために、感染症指定医療

機関をはじめとする医療機関において、簡易陰圧装置（＊）を取得した際に、取得

価格の２０%の特別償却を認める措置を講ずることとされた。 

(＊)簡易陰圧装置 

病院において、感染症の２次感染のリスクを低減させるためには、病原菌など

が外に漏れないよう、気圧を低くした病室である「陰圧室」の設置が有効である。

しかしながら、陰圧室の設置には大規模な改築が必要となり、多大なコストがか

かることになる。簡易陰圧装置は、一般病室に装置を据えて簡易的なダクト工事

をするだけで、陰圧室に変えることを可能とする装置である。 
 

 
① たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕 

「検討事項」として、税制改正大綱において以下のように記述された。 

近年、国際条約の発効や国民の健康増進の観点から、たばこ消費を積極的に抑制すべき

との指摘も出てくるなど、たばこをめぐる環境は変化しつつある。このような指摘は、財政物資という

たばこの基本的性格に係わるものであることから、たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的

に検討した結果を受けて、たばこ税等のあり方について、必要に応じ、検討する。 

なお、将来、たばこ税の負担水準を見直す際には、葉たばこ農家、たばこ小売店等への影響

を勘案しつつ、税率と小売定価との関係を弾力的に考える。 
 

 
① 応益割保険税額の２割軽減要件の見直し〔国民健康保険税〕 

国民健康保険税の応益割保険税額の２割軽減について、他の７割５割軽減と同様

に一律に適用することとされた。 

 

② 介護納付金課税額の課税限度額の見直し〔国民健康保険税〕 

国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額を１０万円（現行９万円）に引き

上げることとされた。 

 

③ 特別徴収の対象範囲の見直し〔国民健康保険税〕 

国民健康保険税の特別徴収の対象者について、口座振替により納付する申し出が

あれば普通徴収とすることができることとされた。 

２ 新型インフルエンザ対策の推進 

３ たばこ対策の推進 

４ 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保 
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① 高齢者を多数雇用する事業所に係る特例措置の創設〔所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税〕 

高齢者を多数雇用する事業所に係る特例措置の創設については、長期検討事項と

された。 

 

② 障害者を多数雇用する事業所に係る特例措置の延長〔所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税〕 

障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度並びに固定資産税の課税標準

の特例措置及び不動産取得税の減額措置について、その適用期限を２年間延長する

こととされた。 

 

※③ 子育て支援税制（事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置（割増償却））の延長

〔法人税、法人住民税、事業税〕 

一定の要件の下、法人が事業所内託児施設を新設した場合、当該施設及びこれと

同時に設置する一体の器具備品について、５年間２０％（中小事業主にあっては３

０％）の割増償却ができる特例措置について、その適用期限を２年間延長すること

とされた。 

（＊）対象法人 

次世代育成支援対策推進法の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、同

計画に託児施設の設置及び運営に関する取組方針を明記していること等一定

の要件を満たす法人 

（＊）事業所内託児施設の主な要件 

場 所：法人の事業所の敷地内又は当該法人の雇用する労働者の通常の勤務

地の経路に設置されているもの 

利用者：２分の１以上が事業主の雇用する労働者であること 

定 員：乳幼児が１０人以上（中小企業にあっては６人以上）   等 

 

④ 雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置〔その他〕 

現在検討を行っている雇用保険法等の改正の具体的内容を踏まえ、税制上の所要

の措置を講ずることとされた。 

第２ 働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現 
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※① 教育訓練費に係る税額控除制度の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕 

中小企業を対象とした、教育訓練費の一定割合（８～１２％）を税額控除するこ

とができる特例措置について、その適用期限を２年間延長することとされた。 

 

※② 住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長〔登録免許税〕 

住宅を新築若しくは建築後未使用の住宅を取得した場合、一定の中古住宅を取得し

た場合又は住宅取得資金に係る抵当権を家屋に設定した場合における当該家屋の所

有権の保存登記、移転登記又は抵当権設定登記に対する登録免許税の税率に係る特例

措置について、その適用期限を２年間延長することとされた。 

 

③ 青色事業専従者のみでの中小企業退職金共済制度への加入〔所得税、個人住民税、

事業税〕 

「検討事項」として、税制改正大綱において以下のように記述された。 

 

小規模企業共済制度及び中小企業退職金共済制度の加入者の範囲の見直しについて

は、今後、各制度における加入対象者の範囲の見直しが行われる際には、新規加入者の制

度上の位置付け等を勘案し、その掛金等の税制上の取扱いについて措置する。 

 

※④ 子育て支援税制（事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置（割増償却））の延長

〔法人税、法人住民税、事業税〕（再掲） 

 

⑤ 雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置〔その他〕（再掲） 
 

第３ 安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことの 
できる環境整備 
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※① 企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金の所得控除（小規模企業共

済等掛金控除）の適用〔所得税、個人住民税〕 

企業型確定拠出年金に導入される個人拠出（いわゆるマッチング拠出）の掛金は、

その全額を所得控除の対象とすることとされた。 

 

※② 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、

事業税〕 

確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げることとされた。 

（１）企業型             （現行）     （改正後） 

イ 他の企業年金がない場合  月額４．６万円  月額５．１万円 

ロ 他の企業年金がある場合  月額２．３万円  月額２．５５万円 

（２）個人型 

イ 企業年金がない場合    月額１．８万円  月額２．３万円 

 

※③ 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除（小規模企業共済

等掛金控除）の適用〔所得税、個人住民税〕 

「検討事項」として、税制改正大綱において以下のように記述された。 

 

個人型確定拠出年金の対象者のあり方についても、引き続き検討を行う。 

 

④ 療養病床の転換に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税、法人住民税、事業

税〕 

療養病床の再編成に伴い、療養病床から老人保健施設等（＊１）への転換に際し、

増改築をした場合、基準取得価額（＊２）の１５％の特別償却を認める特例措置に

ついて、その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊１）老人保健施設等：老人保健施設、有料老人ホーム、ケアハウス、認知症高

齢者グループホーム、小規模多機能型施設 

（＊２）取得価額の５０％ 

 

⑤ 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕 

「検討事項」として、税制改正大綱において以下のように記述された。 

 

要援護高齢者等の介護費用に係る税制上の措置については、介護保険の実施状況や介

護保険制度改革に向けた検討状況を勘案しつつ、税制抜本改革における特別な人的控除の

見直しとの関係等も踏まえ、具体的な検討を行う。 

第４ 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現と少
子化対策の推進 
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⑥ 生命保険料控除制度等の見直し〔所得税、個人住民税〕 

現行の「生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」（それぞれの上限額は国税５万

円、地方税３万５千円。控除合計額国税１０万円、地方税７万円。）を再編し、新た

に介護医療保険料控除を設け、それぞれの上限が国税４万円、地方税２万８千円で

ある「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」を設

けることとされた。これに伴い、生命保険料控除等の合計額については、国税は１

２万円に拡充されるとともに、地方税は７万円とされた。 

また、新たな制度については、平成２４年１月から実施することとし、制度移行

に伴う諸課題の検討・準備を進め、平成２２年度改正により法制上の措置を行うこ

ととされた。 

 

※⑦ 住宅に係るバリアフリー改修促進税制の期間延長〔所得税〕 

高齢者・障害者等やその同居家族が、バリアフリー改修工事を含む増改築等の工

事を行った場合に、工事費用に係る借入金の一定割合（＊）を税額控除できるバリ

アフリー改修促進税制について、その適用期限を５年間延長することとされた。 

（＊）税額控除できる借入金の一定割合 

（１）バリアフリー改修工事に係る借入金（２００万円まで） 

：年末残高の２％を５年間税額控除 

（２）（１）以外の増改築等に係る借入金 

：年末残高の１％を５年間税額控除 

＊ただし、控除対象となる（１）及び（２）における借入金額の上限は、合計

１，０００万円。 

 

※⑧ 高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長及び拡充〔所得税、法人税、個人住民

税、法人住民税、事業税、固定資産税〕 

現行の高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制について、次のとおり延長及び拡充

することとされた。 

（１）所得税・法人税 

イ 高齢者向け優良賃貸住宅の建設に係る割増償却の特例措置の適用期限を

２年間延長する〔２０％の割増償却（耐用年数３５年以上のものは２８％

の割増償却）〕。 

ロ 生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅について、割増償却の特例

措置を拡充する〔４０％の割増償却（耐用年数３５年以上のものは ５

５％の割増償却）〕。 

（２）固定資産税 

イ 生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅も固定資産税の減額対象に加

える（５年間１／３に減額）。 

 

⑨ 高齢者を多数雇用する事業所に係る特例措置の創設〔所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税〕（再掲） 

 

※⑩ 子育て支援税制（事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置（割増償却））の延長

〔法人税、法人住民税、事業税〕（再掲） 
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① 障害者自立支援法等の見直しに伴う税制上の所要の措置〔その他〕 

現在検討を行っている障害者自立支援法等の見直しの具体的内容を踏まえ、税制

上の所要の措置を講ずることとされた。 

 

② パラリンピックメダリストに対する報奨金に係る非課税措置の創設〔所得税、個人

住民税〕 

パラリンピックメダリストに対する報奨金について、オリンピックメダリストに

対する報奨金と同様、所得税の非課税措置を創設することとされた。 

 

③ 障害者を多数雇用する事業所に係る特例措置の延長〔所得税、法人税、個人住民税、

法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税〕（再掲） 

 

※④ 住宅のバリアフリー改修促進税制の期間延長〔所得税、個人住民税〕（再掲） 

 

第５ 障害者の自立支援の推進 
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① 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延

長〔法人税、法人住民税、事業税〕 

生活衛生同業組合等が共同利用施設（＊）を設置した際に、取得価格の８％の特別

償却を認める特例措置について、その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊）共同利用施設 

・共同冷凍庫            ・研修施設 

・共同配送用保冷車両    ・研究施設 

・共同特殊品処理工場    ・移動研修車 

・共同購入資材配送車両  ・共同スポーツ施設 

・共同特殊品保管庫      ・共同調理炊飯施設   等 

 

② クリーニング業等における公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長

〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕 

公害防止用の特定設備（＊）を取得した際に特別償却を認める特例措置について、

その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊）対象設備 

（１）テトラクロロエチレン排出防止装置を備えたドライクリーニング装置 

（２）活性炭吸着回収装置(既存ドライクリーニング装置に装着する装置) 

・テトラクロロエチレン 

ドライクリーニング溶剤として使用され、発ガン性等が疑われる物質。

大気汚染防止法において、健康被害のある指定物質として規定されており、

抑制基準の設定により排出抑制が図られている。 

 

※③ 生活衛生関係営業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の適用期限の延

長〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕 

中小企業者である生活衛生関係営業者等（＊１）が一定金額以上（＊２）の事業

基盤強化設備等（＊３）を取得した際に、取得価格の３０％の特別償却又は７％の

税額控除を認める特例措置について、その適用期限を２年間延長することとされた。 

（＊１）対象業種は、卸売、小売、飲食店（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振

興に関する法律第５６条の３第１項に規定する振興計画について同項に規

定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員の

み）及びサービス業。 

（＊２）一定金額 

①機械・装置  取得の場合  ２８０万円以上 

リースの場合  ３７０万円以上 

②器具・備品  取得の場合  １２０万円以上 

リースの場合 １６０万円以上 

（＊３）事業基盤強化設備等 

飲食店営業については、業務用電気冷蔵庫、業務用電気洗濯機、業務用食

器洗浄機、コンベクションオーブンなどが対象。その他、卸売、小売、サー

ビス業については、基本的に対象設備等に限定はない。 

 

第６ 各種施策の推進 
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※④ 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限

の延長〔法人税、法人住民税、事業税〕 

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金について、通常の場合の

損金算入限度額の１１６％相当額を損金算入限度額とする特例措置について、その適

用期限を２年間延長することとされた。 

 

※⑤ 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の留保所得に係る特別控除制度の適

用期限の延長〔法人税、法人住民税、事業税〕 

留保所得の３２％相当額を所得計算上、損金に算入することができる特例措置につ

いては、見直しが行われ、設立後１０年以内の協同組合等に限定されたうえで、適用

期限を２年間延長することとされた。ただし、その設立が各都道府県又は全国に一と

限定されている協同組合等については、引き続き適用を認めることとされた。 

（＊）生活衛生同業組合等については、各都道府県又は全国につき一に限定されてい

ることから、設立後１０年を超えている場合も引き続き適用を認めることとさ

れた。 

 

※⑥ 中小企業に対する法人税の軽減税率の時限的引下げ〔法人税、法人住民税〕 

中小法人等（＊）について、平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日まで

の間に終了する各事業年度の年８００万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を、

現行の２２％から１８％に引き下げることとされた。 

（＊）中小法人等 

・資本金の額又は出資金の額が１億円以下である普通法人（医療法人等） 

・資本又は出資を有しない普通法人（持ち分の定めのない医療法人等） 

・非営利性が徹底された一般社団法人等 

・公益社団法人等 

・人格のない社団等 

・協同組合等（生活衛生同業組合、消費生活協同組合等） 

・公益法人等（社会医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人） 

・特定医療法人 

 

※⑦ 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活〔法人税、法人住民税〕 

中小法人等（＊）の平成２１年２月１日以後に終了する各事業年度において生じた

欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされた。 

（＊）中小法人等の範囲については上記⑥の項と同じ。 

 

※⑧ 外国子会社配当益金不算入制度の創設〔法人税、法人住民税、事業税〕 

外国子会社に関する外国税額控除制度を廃止し、外国子会社から受ける配当を益金

不算入とする制度を創設することとされた。これによって、国際展開する国内製薬会

社についても、海外子会社から受け取る配当金については、法人税、法人住民税及び

事業税が非課税とされた。 
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※⑨ 産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長及び拡充等〔所得税、法人

税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、不動産取得税〕 

産業活力再生特別措置法で規定する計画の認定を受けた事業者等については、引き

続き、取得する事業革新設備についての特別償却制度や登録免許税の軽減措置を受け

られることとされた。また、不動産取得税については、軽減措置を延長すると同時に、

対象を拡大することとされた。 

 

※⑩ 鉱工業技術研究組合の所得計算の特例〔法人税、法人住民税、事業税〕 

共同研究及び成果の普及・実用化を促進する観点から鉱工業技術研究組合制度を見

直し、見直し後の組合について、所得計算の特例措置について、その適用期限を２年

間延長することとされた。 

 

※⑪ 企業再生税制の適用要件の拡充〔法人税、法人住民税、事業税〕 

「一定の私的整理」要件の一つ「２以上の金融機関等の債務免除」において、自己

に対する債権の現物出資を受ける場合と同様の取扱いとすることを追加するととも

に、債務免除を行う者の対象範囲に「地方公共団体」を追加する等の措置を行うこと

とされた。 

 

⑫ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る非課税及び差押え禁止措置の存続〔所得

税、印紙税、個人住民税、その他〕 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に係る所得税等の非課税措置及び当該

特別弔慰金の差押え禁止措置が存続することとされた。 

 

⑬ 日本年金機構の固定資産税課税対象資産に係る国有資産等所在市町村交付金の非交

付措置の創設〔市町村交付金〕 

国から日本年金機構に承継される固定資産のうち固定資産税が課されるものにつ

いて、国有資産等所在市町村交付金の交付対象から除外する措置を講ずることとされ

た。 
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